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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期

決算年月 2021年10月 2022年10月 2023年10月 2024年10月 2025年10月

売上高 (千円) ― ― 2,264,139 2,260,874 2,843,521

経常利益 (千円) ― ― 1,603 13,819 24,786

親会社株主に帰属する
当期純利益
又は親会社株主に帰属する
当期純損失（△）

(千円) ― ― △5,690 △19,210 3,829

包括利益 (千円) ― ― △4,493 △7,338 △5,804

純資産額 (千円) ― ― 487,394 504,599 506,954

総資産額 (千円) ― ― 1,105,050 1,030,279 1,614,689

１株当たり純資産額 (円) ― ― 178.86 171.36 173.23

１株当たり当期純利益金額
又は１株当たり当期純損失金
額（△）

(円) ― ― △2.11 △7.02 1.38

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ― 1.36

自己資本比率 (％) ― ― 44.0 45.5 29.7

自己資本利益率 (％) ― ― ― ― 0.8

株価収益率 (倍) ― ― ― ― 603.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― △65,270 142,097 125,027

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― △15,407 △6,597 △186,806

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― 136,831 △44,712 189,353

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) ― ― 268,511 359,299 486,873

従業員数
(名)

― ― 69 75 96

〔外、平均臨時雇用者数〕 〔―〕 〔―〕 〔3〕 〔―〕 〔―〕
 

(注) １．第８期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

２．第８期及び第９期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１

株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。　

３．第８期及び第９期の自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため記載しており

ません。

４．第８期及び第９期の株価収益率については、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

５．従業員数は就業人員であり、従業員数欄の〔〕外書は臨時雇用者数（パートタイマー、アルバイトを含み、

派遣社員を除く）の年間平均人員であります。第９期及び第10期は臨時従業員数が従業員総数の100分の10

未満であるため、記載を省略しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期

決算年月 2021年10月 2022年10月 2023年10月 2024年10月 2025年10月

売上高 (千円) 1,671,476 2,050,703 2,244,510 2,104,633 2,542,201

経常利益又は経常損失(△) (千円) 131,619 227,954 △1,744 △22,591 31,331

当期純利益又は当期純損失
(△)

(千円) 82,355 144,696 △6,937 △30,808 19,446

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 38,500 38,500 147,139 148,331 152,441

発行済株式総数 (株) 2,500,000 2,500,000 2,724,998 2,736,192 2,775,933

純資産額 (千円) 129,422 274,118 484,460 456,035 483,641

総資産額 (千円) 820,812 1,051,171 1,083,194 950,068 1,425,051

１株当たり純資産額 (円) 51.77 109.65 177.78 166.67 174.23

１株当たり配当額
(１株当たり中間配当額)

(円)
― ― ― ― ―
(―) (―) (―) (―) (―)

１株当たり当期純利益金額又
は１株当たり当期純損失金額
(△)

(円) 32.94 57.88 △2.57 △11.27 7.03

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ― 6.94

自己資本比率 (％) 15.8 26.1 44.7 48.0 33.9

自己資本利益率 (％) 93.3 71.7 ― ― 4.1

株価収益率 (倍) ― ― ― ― 118.5

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △9,022 234,793 ― ― ―

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △254,183 △16,857 ― ― ―

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 96,211 △62,690 ― ― ―

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 57,113 212,358 ― ― ―

従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕

(名)
55 62 69 72 71

〔26〕 〔12〕    

株主総利回り
（比較指標：東証グロース市
場250指数）

(％)
(％)

―
（―）

―
（―）

―
（―）

92
（97）

57
（110）

最高株価 (円) ― ― 8,700 3,015 1,565

最低株価 (円) ― ― 1,467 1,085 756
 

(注) １．第８期については、営業外費用に上場関連費用を計上したことにより、経常損失及び当期純損失を計上して

おります。第９期については、営業機能強化のための業務委託費用等を計上したことにより、経常損失及び

当期純損失を計上しております。

２．第６期については、10月度の売掛債権増加に伴い営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなりまし

た。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。

４．第８期及び第９期の自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
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５．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第６期及び第７期については、潜在株式は存在する

ものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。第８期及び第９

期については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

６．第６期及び第７期の株価収益率については、当社株式は非上場でありましたので、記載しておりません。第

８期及び第９期については、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

７．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。

８．従業員数は就業人員であり、第６期及び第７期の従業員数欄の〔〕外書は臨時雇用者数（パートタイマー、

アルバイトを含み、派遣社員を除く）の年間平均人員であります。第８期、第９期及び第10期は臨時従業員

数が従業員総数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

９．第６期から第８期の株主総利回り及び比較指標については、2022年11月30日に東京証券取引所グロース市場

に上場したため、記載しておりません。第９期及び第10期の株主総利回り及び比較指標は、第８期末を基準

として算定しております。

10．第６期及び第７期の最高株価、最低株価については、2022年11月30日に東京証券取引所グロース市場に上場

したため、記載しておりません。

11．第８期、第９期及び第10期の最高株価及び最低株価は、2022年11月30日以降は東京証券取引所グロース市場

におけるものであります。

12.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第７期の期首から適用してお

り、第７期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。

13. 第８期より連結財務諸表を作成しているため、第８期以降の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動に

よるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現

金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
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２ 【沿革】

　

年月 概要

2015年11月 eスポーツイベントの企画・運営の受託を目的として、ウェルプレイド株式会社を東京都渋谷区に設立

2017年３月 本社を東京都目黒区に移転

2017年６月 eスポーツ市場での新たな事業機会の創造を図るため、株式会社カヤックと資本業務提携を行い第三者

割当増資を実施し、株式会社カヤックが当社を子会社化

2017年11月 自社主催のeスポーツリーグとしてウェルプレイドリーグを開始

2018年２月 本社を東京都渋谷区に移転

2018年３月 eスポーツ選手・実況者・解説者のマネジメント業務開始

2019年６月 パートナーソリューションサービス（現 エージェンシーサービス）においてインフルエンサーマーケ

ティングの提供開始

2020年３月 パートナーソリューションサービス（現 エージェンシーサービス）においてスポンサー仲介（エー

ジェント業）開始

2020年10月 株式会社電通ライブと業務提携し、全ての世代を対象にゲームを通じたコミュニケーション開発を行う

プロジェクト「Play G-round」を発足

2021年１月 eスポーツイベントの企画・運営における事業展開を強化する目的で、株式会社ライゼストの株式を取

得し子会社化

2021年２月 ウェルプレイド株式会社を存続会社として株式会社ライゼストと合併し、ウェルプレイド・ライゼスト

株式会社に商号変更

2021年６月 本社を東京都新宿区に移転

2021年６月 株式会社クリーク・アンド・リバー社と協業し、ゲーム実況者やプロゲーマーをサポートするプロジェ

クト「OC GAMES」を開始

2021年７月 国内プロゲーミングチームと協業プロデュースし、eスポーツイベント「LIMITZ」を発足

2021年11月 eスポーツの新たな価値を創造するサービスやコンテンツを企画・開発することを目的としてビジネス

デザインサービス（現 エージェンシーサービス）を開始

2022年７月 南海電気鉄道株式会社と協業し、泉佐野市をeスポーツ先進都市とすることを目的としたeスポーツMICE

（注１）コンテンツ実証事業を開始

2022年11月 東京証券取引所グロース市場に株式を上場

2023年５月 国内最大級のポーカールーム「ROOTS」を運営する株式会社POKER ROOMと業務提携

2023年８月 初の子会社として、株式会社en-zinを設立

2024年２月 GLOE株式会社に商号変更

2024年６月 配信技術研究所株式会社を株式取得により子会社化

2025年２月 株式会社28を株式取得により完全子会社化

2025年６月 東京都新宿区（同区内）での本社移転及びスタジオ・倉庫拠点の統合を実施

2025年11月 子会社配信技術研究所株式会社が、ライブ配信を活用した広告・マーケティングソリューション

「SCOP」の提供を開始
 

(注１) MICEとは、企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（Incentive Travel）、国際機関・団体、

学会等が行う国際会議（Convention）、展示会・見本市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字のことであ

り、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称となります。
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社及び連結子会社３社（株式会社en-zin、配信技術研究所株式会社、株式会社28）により構成

されております。当社は、「ゲームをきっかけに人と社会をHAPPYにする。」をミッションに掲げ、eスポーツ(注１）

市場をはじめゲーム周辺領域での事業活動を行っております。ゲームが持つ普遍的な魅力と社会課題の解決力を最大

限に引き出すことで、持続的な企業価値の向上に努めております。

当社のサービスは、(１)eスポーツやゲームのイベントを企画・運営すること等によりクライアントに様々な価値を

提供する「eスポーツ・イベントサービス」、(２)ゲームに関連する様々なマーケティングソリューションを提供する

「エージェンシーサービス」を展開しております。当社グループは、eスポーツ事業の単一セグメントであるため、セ

グメント情報は記載せず、主要なサービス毎に記載しております。

 
(１) eスポーツ・イベントサービス

当社設立当時からのサービスであり、ゲームメーカーをはじめとしたクライアントに対し、eスポーツやゲームの

イベントの企画・運営を行っております。各ゲームタイトルを愛をもってやりこみ深く理解をすることで、ゲーム

メーカー、参加者（eスポーツ選手等）、視聴者の三者の視点から喜ばれるイベント作りを得意としております。特

に、各ゲームタイトルにおけるユーザーのコミュニティ（注２）の特性を理解し、彼らが共感するストーリー作り

を心がけており、コミュニティを惹き付けるイベントの提供を通じて技術やノウハウが蓄積され、結果として新た

なイベントの受注につながっております。

このような独自のイベント実績と知見を強みに、海外ゲームメーカーの日本国内におけるプロモーションも支援

しており、ターゲット層に響くイベント体験の提供により、継続的に指名受注を獲得するなど順調に成長を続けて

います。こうした実績を背景に、今後は営業体制を一層強化することで、海外市場におけるプレゼンスを高め、さ

らなる収益機会の創出を図ってまいります。

 
(２) エージェンシーサービス

当サービスでは、クライアントに対しゲームに関連する様々なマーケティングソリューションを提供しておりま

す。具体的には、ゲームイベントにおいて最適な実況者・解説者・インフルエンサー（注３）等を選定しアサイン

するキャスティング、eスポーツに関心を持つ企業や、eスポーツで活躍する「人」とのつながりを持つ当社グルー

プの強みを活かし、ニーズのヒアリングから企画作成、提案、契約締結までをワンストップで提供しマッチングを

実現するスポンサー仲介、クライアントが発表する新作ゲーム等の魅力を、インフルエンサーを起用し戦略的に拡

散するインフルエンサーマーケティング、公式オンラインコミュニティをプロデュース・運営しタイトルファンの

顧客ロイヤリティを高めるコミュニティマーケティング、SNSを通してクライアントのブランドや商品・サービスの

認知拡大やファンエンゲージメントを高めるSNSマーケティング等、多岐にわたる施策を提供します。

今後も提供ソリューションを拡充し続けることで、ゲームマーケティングに特化した会社作りを行ってまいりま

す。

 
 
(注１) eスポーツとは、「エレクトロニック・スポーツ」の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、ス

ポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉え

る際の名称であります。

(注２) コミュニティとは、インターネットなどを通じて特定の目的や話題について交流するユーザーの集合となりま

す。

(注３) インフルエンサーとは、影響や勢力、効果といった意味を持つ「influence」という英語が語源で、世間や人

の思考・行動に大きな影響を与える人物のことであります。
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事業系統図は以下のとおりであります。

 

※子会社の株式会社en-zinは、eスポーツ・イベントサービスの「イベント企画／運営」に含まれております。

※子会社の配信技術研究所株式会社は、エージェンシーサービスの「インフルエンサーマーケティング」に含

まれております。

※子会社の株式会社28は、エージェンシーサービスの「デザイン」に含まれております。
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４ 【関係会社の状況】
 

名称 住所
資本金
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
(または被所有)
割合(％)

関係内容

(親会社)      

株式会社カヤック
(注)１

神奈川県鎌倉市 900,238
コンテンツ事
業

(51.4)

同社のトーナメントプ
ラットフォームの利用
や当社からのeスポー
ツイベントの提供等の
営業取引

(連結子会社)      

株式会社en-zin 東京都新宿区 1,000

セールスプロ
モーション事
業
イベント制作
事業

51.0

イベント制作等の営業
取引
資金の貸付
役員の兼務

(連結子会社)      

配信技術研究所株式会社
(注)２

東京都渋谷区 26,754
通信技術開発
事業
広告事業

50.1
配信制作等の営業取引
資金の貸付
役員の兼務

(連結子会社)      

株式会社28 東京都渋谷区 10,000

デ ザ イ ン ・
Web広告制作
事業
システムアプ
リ開発事業

100.0
デザイン等の営業取引
役員の兼務

 

(注)

　１．有価証券報告書提出会社であります。

　２．特定子会社に該当しております。
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５ 【従業員の状況】

 
(１)連結会社の状況

2025年10月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

eスポーツ事業 96

合計 96
 

（注）１．従業員数は就業人員であります。なお、臨時従業員数は従業員の総数の100分の10未満であるため、記載を

省略しております。

２．前連結会計年度末に比べ従業員数が21名増加しておりますが、主として2025年２月28日付で、株式会社28

を連結子会社としたことによるものであります。

 
(２) 提出会社の状況

   2025年10月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

71 32.8 2.9 5,242
 

（注）１．従業員数は就業人員であります。なお、臨時従業員数は従業員の総数の100分の10未満であるため、記載を

省略しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．当社はeスポーツ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

(３) 労働組合の状況

当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありませ

ん。

 
(４）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）」及び「育児休業、介護

休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号）」の規定による公表義務の対

象ではないため、記載を省略しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において、当社グループが判断したものであります。

 
(１) 経営の基本方針

当社グループは、「ゲームをきっかけに人と社会をHAPPYにする。」をミッションに掲げ事業活動を行っておりま

す。eスポーツ市場をはじめとしたゲーム周辺領域で事業展開を行っており、年齢や性別を超えて人々を繋ぐゲーム

の普遍的な魅力や、ゲームが持つ課題解決力とその社会貢献性を引き出すことで付加価値を生み出してまいりま

す。

 
(２) 目標とする経営指標

当社グループは、当面の間は新興市場であるeスポーツ業界売上高の拡大が企業成長を示すものと考えておりま

す。また、企業として持続的な成長と規模の拡大を行っていくためには、主力事業であるeスポーツ・イベントサー

ビスのみならずその他サービスも含めた全社的な利益創出が重要であることから、売上高営業利益率も意識した経

営を行ってまいります。

 
(３) 経営環境

当社グループを取り巻く経営環境として、世界のeスポーツ市場規模は、2021年の11億3,650万ドルから2025年に

は18億6,620万ドルと、2021年からの５年間のCAGR（年平均成長率）は約13.4％増と堅調に推移する予測となってお

ります（出典：株式会社角川アスキー総合研究所「グローバル eスポーツ＆ライブストリーミングマーケットレ

ポート2022」）。また、国内のeスポーツ市場も継続的に成長を遂げており、2023年の146.9億円 から2025年には約

200億円（199.8億円）に迫る規模へと拡大することが見込まれております 。国内のeスポーツファン数も増加傾向

にあり、2025年には1,000万人を超えるものと予測されています （出典：株式会社角川アスキー総合研究所「日本e

スポーツ白書2024」）。

eスポーツはデジタル、ネットとの親和性の高さから、オンライン開催・観戦への柔軟なシフトを背景にコロナ禍

においても成長を続けてまいりましたが、現在はオフラインイベントの復活を伴う市場成長の段階にあります 。そ

の経済効果は興行だけでなく、周辺産業への波及や、地方創生、教育・福祉分野での利活用など、幅広い領域へと

広がっています 。

また、eスポーツをスポーツ競技として捉える国際的な傾向は益々強固になっています。2024年にはサウジアラビ

アで史上初の「eスポーツ・ワールドカップ」が開催され、来場者数200万人以上の世界最大級の大会となりました

。国内においても、2025年の「大阪・関西万博」でのeスポーツ催事の実施 、2026年に愛知・名古屋で開催される

「第20回アジア競技大会」での正式競技採用など、国際的な存在感を高める機会が控えております 。当社グループ

としても、こうした市場の拡大と社会的認知の向上を背景に、日本のeスポーツ市場の更なる発展の一助となること

を目指してまいります。

 
(４) 中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、eスポーツ市場の成長を取り込みながらeスポーツ・イベントサービスで安定的な収益を獲得

し、エージェンシーサービスではクライアントニーズに合致するマーケティングソリューションを拡充することで

サービスの競争力の強化を図ってまいります。

また、各サービスで培ったノウハウを基盤とした新規事業への開発にも投資を行い、ビジネス領域の拡大及び中

長期的な企業価値の向上に取り組むと共に、優秀な人材確保・育成のための創造的な職場環境の整備や経営理念の

浸透、内部統制やコンプライアンス体制の強化に取り組んでまいります。
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(５) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

① 既存事業の収益の拡大及び収益機会の創出

　当社グループは、「ゲームをきっかけに人と社会をHAPPYにする。」というミッションを掲げ、eスポーツ及び

ゲーム周辺領域へ事業拡大を進めております。主力事業であるeスポーツ・イベントサービスでは、これまでの

豊富なイベント経験と実績、ノウハウを強みに、イベントクオリティの更なる強化と営業組織の高度化を推進し

てまいります。これにより、国内における収益基盤を維持・深化させるとともに、今後は強化した組織力を活か

し、アジア圏をはじめとする国外市場からの収益獲得に向けた取り組みも加速させてまいります。

また、エージェンシーサービスでは、クライアント企業のあらゆるマーケティングニーズに応えるべく、多層

的なマーケティング・アプローチを全方位的に展開できる体制を構築することが重要であると認識しておりま

す。これにより、国内外のクライアント企業との長期的かつ多層的な関係性を構築し、新たな収益機会の創出と

持続的な事業拡大を図ってまいります。

 
② 新技術及び新規ゲームタイトルへの対応

　当社グループが属する業界では技術革新が絶え間なく行われております。このような事業環境の下で当社グ

ループが事業を継続的に拡大していくには、ハードウエアからソフトウエアまで様々な新技術に適時に対応して

いくことが必要であると認識しております。社内で新技術に対応するためのテクニカルチームを持つとともに、

新技術のサービスへの積極的な活用を促してまいります。また、新技術と同様に新規ゲームタイトルも常にリ

リースされますが、新規ゲームタイトルのゲームプレイ時間を確保する文化を醸成し、社内のゲーム大会等で新

規ゲームに精通する機会をつくることで対応してまいります。

 
③ 人材育成による生産性の向上

　当社グループにとって最も重要な資産は「人」であり、優秀な人材の獲得や人材育成は当社グループにとって

重要な経営課題の一つであると認識しております。当社グループは、企業理念の社内浸透や社内教育制度の整備

を強化し、人材育成を通じて会社全体の生産性を向上させることで、更なる収益性の向上に努めてまいります。

 

④ 健全性・安全性の維持

　当社グループは、ユーザーが安心して利用できるサービスを提供することが、信頼性の向上、ひいては事業の

発展に寄与するものと認識しております。当社グループは、eスポーツに関連する様々なサービスを提供してお

りますが、ステークホルダーが安心して利用できるように安全性や健全性を継続的に強化していくことが必要で

あると考えております。個人情報保護や知的財産保護等に関する安全性の強化に加え、eスポーツ選手・実況

者・解説者・インフルエンサー等に対してコンプライアンス研修やコンテンツ管理に注力することで、健全性維

持に取り組んでおります。

 
⑤ 内部管理体制の充実

　当社グループは、今後もより一層の事業拡大を見込んでおります。そのため、今後当社グループの事業拡大に

応じた内部管理体制の構築を図るとともに、金融商品取引法における内部統制報告制度の適用等も踏まえ、より

一層のコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。

　また、当社グループの成長速度に見合った人材の確保及び育成も重要な課題と認識しており、継続的な採用活

動と研修活動を行ってまいります。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取り組みは次のとおりであります。なお、文中の将来に関

する事項は、本書提出日現在において、当社グループが判断したものであります。

 

(１）ガバナンス

当社グループは「ゲームをきっかけに人と社会をHAPPYにする。」というミッションを掲げ、変化の速いゲーム・

eスポーツの領域の中で持続的な成長と社会への貢献を目指す中で、迅速かつ透明性のある意思決定が重要であると

認識しています。企業価値の拡大に合わせた意思決定体制の構築や経営陣・全社員へのコンプライアンスの徹底を

行い、株主、取引先、従業員など全てのステークホルダーに対する利益の最大化を図ります。経営環境の変化に迅

速かつ公正に対応する意思決定機関を構築し、事業を通じて利益を追求すること、財務の健全性を確保して信頼性

を向上させること、説明責任を果たすべく積極的に情報開示を行うこと、実効的な内部統制システムの構築、監査

役の独立性の保持と十分な監査機能の発揮が重要であると考えています。

 

(２）戦略

当社グループは、持続可能な社会への貢献と当社ミッションの達成を実現するため、人材を資本の一部と位置づ

けています。年齢、学歴、性別、国籍などの枠を超え、各個人の能力に基づく採用を進めています。

多様な人材が活躍できるように、企業ミッション・ビジョン・バリューを基軸としたカルチャーの醸成、従業員

のキャリアパス選択制度の採用、社内規程に基づく副業の許可、リモートワーク制度の導入、育児休暇取得の奨励

などの制度を導入し、今後も多様性の確保に向けた社内環境整備を進めます。

 

(３）リスク管理

当社グループは、取締役会や社内会議を通じてリスクの識別、評価、管理を行うためのプロセスを整備し、リス

クの未然防止と損失の最小化に努めています。弁護士、税理士及び社会保険労務士等の外部専門家からのアドバイ

スを得る体制を整え、リスク管理委員会でのリスクの検討と審議を通じて、潜在的なリスクの早期発見に努めてい

ます。サステナビリティ関連のリスクも把握し、取締役会において方針の立案と施策の進捗状況管理を行ってまい

ります。

 

(４）指標及び目標

当社グループは、従業員が平等に活躍し、働きやすい環境の構築に努めています。従業員の育成と適切な人材の

登用を促進する方針ですが、現状では人材の多様性の確保や社内環境整備に関する具体的な指標と目標は設定され

ていません。今後もこれらに焦点を当て、定期的な評価を通じて進捗を確認し、改善を推進していく方針です。
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３ 【事業等のリスク】

本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある

事項には、以下のようなものがあります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、

投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項につきましては、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以

下に開示しております。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を十分に認識した上で、発生の回避及び発生

した場合の対応に努める方針ではありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載事項

を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在に

おいて当社グループが判断したものであり、将来において発生の可能性のある全てのリスクを網羅するものではあり

ません。

 
(１) 事業環境等に関するリスク　

① 業界動向について（顕在化の可能性：中、顕在化の時期：長期、影響度：大）

当社グループが事業を展開するeスポーツ市場は、オンラインとオフラインを融合させたハイブリッド形式の定

着により、エンターテインメントとしての地位を確固たるものとしています。2026年は「第20回アジア競技大会

（愛知・名古屋）」の開催年であり、日本国内においてeスポーツが正式なメダル競技として実施されることか

ら、国内における社会的な認知度と価値は一層高まることが期待されます。このような国際的な大型イベントを

契機とした市場の活性化は、当社グループの事業機会を拡大させるポジティブな要因になると考えております。

一方で、eスポーツ市場の収益構造は依然としてクライアント企業の広告予算やスポンサー料に依存する側面が

強く、景気後退等による企業のプロモーション支出抑制は、市場成長の鈍化を招き、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。また、市場の成熟に伴い、顧客が求めるソリューションの高度化や、競合他社との

差別化といった競争環境の変化も注視する必要があります。

当社グループとしては、これら外部環境の変化に対応すべく、従来のイベント企画運営のみならず、2024年に

子会社化した配信技術研究所株式会社が展開する広告・マーケティングソリューション「SCOP」をはじめとした

自社プロダクトの展開を強化しております。これにより、受託型ビジネス（フロー型）に過度に依存しない、ス

トック型の収益源を含めた事業ポートフォリオの多角化を推進し、安定的な成長基盤を構築してまいります。

 
② 競合他社について（顕在化の可能性：中、顕在化の時期：中期、影響度：中）　

現在、国内でeスポーツ事業を展開する競合企業は複数存在しており、また、今後の市場規模拡大に伴い新規参

入が相次ぐと考えております。当社グループは、ゲームメーカー・eスポーツ選手・視聴者の三者の目線に立った

サービスを提供することで、ステークホルダーやeスポーツを愛するコミュニティとの信頼関係を構築し、当社グ

ループ及び当社グループが運営するイベントや大会のファンの拡大に努めます。

しかしながら、ユーザー嗜好と乖離したイベントや大会を行った場合及び当社グループのイベントコンテンツ

が競合他社と比較して優位性を保てなくなった場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

 
③ 海外の動向について（顕在化の可能性：中、顕在化の時期：長期、影響度：中）

eスポーツは世界的な市場規模を有しており、海外ゲームメーカーによる日本国内市場への進出意欲は高い水準

にあります。当社グループは、こうした海外メーカーが新作タイトルのリリースやプロモーションを日本国内で

行う際のパートナーとして、イベント運営やキャスティング等を通じたローカライズ支援を展開しております。

当連結会計年度においては、海外案件に対応する専門チームの組成及び人員拡充を行い、体制強化を図ってま

いりました。その結果、海外メーカーからの直接受注が拡大しており、国外市場に端を発する収益は当社グルー

プの重要な成長エンジンとなっております。

しかしながら、海外メーカーとの取引においては、相手国の経済情勢、法規制、地政学リスク、あるいは為替

変動や国際的な商習慣の相違等により、当初期待していた取引規模を確保できない、あるいは債権回収に支障を

きたす等のリスクが存在します。また、海外メーカーの日本市場に対する戦略変更があった場合には、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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当社グループとしては、特定の国や地域、特定のメーカーに過度に依存しないようクライアントの分散を図る

とともに、グローバルなビジネススタンダードに準拠した契約管理体制を強化することで、これら海外特有のリ

スクを適切にコントロールしつつ、さらなる海外売上の拡大を目指してまいります。

 

④ 法規制について（顕在化の可能性：中、顕在化の時期：中期、影響度：中）

当社グループが事業展開するeスポーツ業界は「不当景品類及び不当表示防止法」や「風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律」、「刑法（賭博罪）」による規制があるとともに、ユーザーの個人情報に関しては

「個人情報の保護に関する法律」の適用を受けます。また、eスポーツ大会の制作等を外注している場合があり、

それらの取引の一部は「中小受託取引適正化法」の適用対象となります。

当社グループは、上記各種法的規制等について誠実な対応をしていると考えておりますが、不測の事態等によ

り、万が一当該規制等に抵触しているとして契約等の効力が否定された場合、当社グループが何らかの行政処分

等を受けた場合、また、今後これらの法令等が強化・改正され、もしくは新たな法令等が定められ、当社グルー

プの事業が制約を受ける場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。

当社グループはこれら法令を遵守するため、総務部が中心となり、各部署と連携して法令に抵触しない実務運

用を整備する他、関連法令等の改廃動向についても常に情報収集を行うとともに、適宜顧問弁護士と連携する体

制を整備しております。

 
⑤ 自然災害及び新型コロナウイルス等の感染症に関わるリスク（顕在化の可能性：中、顕在化の時期：短期、影響

度：中）

当社グループでは、自然災害、事故等に備え、重要データをクラウド化するなどトラブルの事前防止または回

避に努めておりますが、当社グループの所在地近辺において、大地震等の自然災害が発生した場合、当社グルー

プの設備の損壊や電力供給の制限等の事業継続に支障をきたす事象が発生し、当社グループの事業及び業績に影

響を及ぼす可能性があります。また、新型コロナウイルスをはじめ重大感染症が発生・蔓延した場合、eスポーツ

という特性を活かしオフラインイベントからオンラインイベントにシフトする等のリスク低減に努めているもの

の、大規模にユーザーを集めて行うリアルイベントの開催数が減少し、当社グループの事業及び業績に直接的及

び間接的に影響を及ぼす可能性があります。

 
⑥ 当社株式の流動性について（顕在化の可能性：中、顕在化の時期：短期、影響度：中）

当社の株主構成は親会社である株式会社カヤックにより、議決権の過半数を所有されている会社となってお

り、株式会社東京証券取引所の定める流通株式比率は2025年10月末時点において40.2％です。引き続き親会社か

らの売出し協力、当社グループの事業計画に沿った成長資金の公募増資による調達、役員・事業会社様への一部

売出しの要請、新株予約権の行使による流通株式数の増加分を勘案し、これらの組み合わせにより、流動性の向

上を図っていく方針ではありますが、何らかの事情により上場時よりも流動性が低下する場合には、当社株式の

市場における売買が停滞する可能性があり、それにより当社株式の需給関係にも悪影響を及ぼす可能性がありま

す。

 

⑦ 親会社との資本関係について（顕在化の可能性：小、顕在化の時期：長期、影響度：中）

当社の親会社である株式会社カヤックは、本書提出日現在において東京証券取引所に上場しており、2025年10

月末時点において当社発行済株式総数の51.4％（1,427,000株）を保有しております。

当社グループは、同社の承認を必要とする取引や業務は存在せず、事業における制約もなく、独立した意思決

定による独自の経営を行っており、各取締役への取締役報酬の分配の適正性、取締役及び監査役の選任の妥当性

については、独立した取締役会で決議されております。

しかしながら、同社は議決権比率の観点から、定款の変更、取締役及び監査役の選解任、合併等の組織再編行

為、重要な資産・事業の譲渡及び剰余金の処分等、株主の承認が必要となる事項に関しては、同社による議決権

行使が当社グループの意思決定に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループとしては、同社の利益と当社グループの他の株主の利益が一致しないことの可能性を低減させる

ため、親会社と関係性のない独立社外取締役を追加し、その比率を高めることでコーポレート・ガバナンスをさ

らに強化していく方針です。
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⑧ 親会社グループにおける当社グループの位置付けについて（顕在化の可能性：小、顕在化の時期：中期、影響

度：中）

親会社グループにおいて、当社グループの主な事業内容と同事業を展開しているグループ企業はなく、グルー

プ内における競合は生じておりません。今後においても競合等が想定される事象はないものと当社グループは認

識しております。しかしながら、将来において同社グループの事業戦略や当社グループの位置付け等に著しい変

更が生じた場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループとしては、日常的に楽しめるeスポーツコンテンツを提供するとともにeスポーツ選手等のeスポー

ツに関わる人々の環境を整えることで、eスポーツの文化・価値を創造することが使命であると考えており、その

ためには企業として信用力や知名度の向上、業容のさらなる拡大とそれらに伴う資金調達手段の多様化を迅速に

進める必要があると判断し、上場会社を親会社とする形での上場を選択しております。

上記リスクに関しては、今後も継続して、より良質なeスポーツコンテンツとeスポーツ環境を届ける体制を進

化させていくことで軽減に努めてまいります。

 
⑨ 親会社グループとの取引関係について（顕在化の可能性：小、顕在化の時期：中期、影響度：小）

当社グループの親会社グループとの取引内容について、当社の親会社である株式会社カヤックとの間で、大会

出場者の利便性や大会運営の効率化と品質担保の観点から、クライアント等との協議のもと、同社のトーナメン

トプラットフォーム「Tonamel」を利用する場合があります。また、頻度は高くありませんが、同社のクライアン

トに対してeスポーツイベントの提供も行っております。取引条件については、独立第三者取引と同様の一般的な

内容にて実施しております。

当社グループは、親会社グループと取引を行う場合は、第三者との取引以上に、慎重に条件の妥当性を検証し

て取引を行っております。当社グループでは、関連当事者取引を行う際には、取締役会決議を必要としておりま

す。また、管理部門における取引開始時の確認や、監査役監査や内部監査における事後確認を行うことで、同社

との取引における健全性及び適正性確保の仕組みを整備しております。なお、同社及び同社グループとの取引に

ついては、事業上の必要性及び他社との取引条件等を比較しその妥当性の検証を行なった上で取引を行う方針で

あります。本書提出日時点において親会社との取引方針や取引条件に変化は生じておりませんが、今後の取引条

件に変更が生じた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

 
(２) 事業運営に関するリスク

① 新規事業・サービスについて（顕在化の可能性：中、顕在化の時期：中期、影響度：大）

当社グループは、今後も事業規模の拡大と収益源の多様化を実現するために、積極的に新規事業・サービスに

取り組んでいく方針であります。新規事業・サービスについては企画段階・開発段階にてモニタリング等を実施

するとともに、新規事業・収益事業等の事業ポートフォリオのバランスを図ることでリスクの低減を行っており

ますが、不確定要素が多く存在するため、新規事業・サービスの展開が予想通りに進まない場合、当社グループ

の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。また、新規事業への取り組みに付随したシステム投資・広告宣

伝費等の追加的な支出が発生し、利益率が低下する可能性があります。

 
② ゲームメーカーとの関係について （顕在化の可能性：中、顕在化の時期：長期、影響度：大）

当社グループが提供するeスポーツコンテンツは各ゲームメーカーが提供するゲームコンテンツを基に制作して

おります。ゲームコンテンツを利用する場合は必ず許諾を取り、各ゲームメーカーのビジョンや価値観及びゲー

ムコンテンツ自体のストーリーや世界観等を大切にしながら、eスポーツコンテンツを制作しておりますが、各

ゲームメーカーとの関係が悪化した場合や各ゲームメーカーのeスポーツに対する方針の変更によりeスポーツ利

用を中止した場合、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループとしては、「ゲーム及びコミュニティの徹底的な理解」という当社グループの特徴を活かしなが

ら、引き続きゲームメーカーとの信頼関係を強固にし、各社の方針を最新情報にキャッチアップできるようにし

てまいります。
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③ 表現の健全性について（顕在化の可能性：小、顕在化の時期：中期、影響度：中）

当社グループでは、動画をはじめとしたコンテンツの内容が公序良俗や著作権侵害とならないようガイドライ

ンを示すとともに、教育・研修を実施することで表現の健全性の確保に努めております。また、第三者からの指

摘等により契約クリエイターが不適切な動画を公開していることを認識した場合には速やかに対処するよう努め

ております。しかしながら、当社グループの対応が不十分であった場合、当社グループのサービスの信頼性やブ

ランドが毀損しサービスの提供が困難になり、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
④ 訴訟について（顕在化の可能性：小、顕在化の時期：中期、影響度：中）

当社グループは、本書提出日現在において、訴訟を提起されている事実はありません。また、個人情報保護マ

ネジメントシステム（PMS）の運用やクレーム等への組織的な対応を図ることができる社内体制の整備を行ってお

ります。

しかしながら、当社グループが保有する個人情報の管理不徹底等の人為的ミスの発生、第三者からの不正アク

セスによる情報流出またはシステム障害及び当社グループの提供したサービスの不備等に起因して、訴訟を受け

る可能性があります。その訴訟の内容及び結果、損害賠償の金額によっては当社グループの事業及び業績並びに

企業としての社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑤ M&A（企業買収等）による事業拡大について（顕在化の可能性：小、顕在化の時期：中期、影響度：中）

当社グループは、事業拡大を加速する有効な手段のひとつとして、M&Aを有効に活用しています。M&Aにあたっ

ては、対象企業の財務内容や契約関係等についての詳細な事前審査を行い、十分にリスクを吟味した上で決定し

ておりますが、買収後に偶発債務の発生や未認識債務の判明等事前の調査で把握できなかった問題が生じた場

合、事業の展開等が計画どおりに進まない場合、のれんの減損処理を行う必要が生じる等、当社グループの事業

及び業績に影響を及ぼす可能性があります。また、企業買収等により、当社グループが従来行っていない新規事

業が加わる際には、その事業固有のリスク要因が加わります。

 
⑥ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について（顕在化の可能性：中、顕在化の時期：中期、影響度：小）

当社グループは、取締役及び従業員に対し、長期的な企業価値向上に対するインセンティブとしてストック・

オプションを付与しているほか、今後も優秀な人材確保のためストック・オプションを発行する可能性がありま

す。これらの新株予約権が権利行使された場合、当社株式が新たに発行され、既存の株主が有する株式の価値及

び議決権割合が希薄化する可能性があります。2025年12月末現在でこれらの新株予約権による潜在株式数は

41,961株であり、発行済株式総数2,775,933株の1.5％に相当しております。

 
⑦ 配当政策について（顕在化の可能性：中、顕在化の時期：中期、影響度：小）

当社グループは、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元を重要な経営課題とし

て認識しております。現在当社グループは成長過程にあると認識しており、内部留保の充実を図り、収益力強化

や事業基盤整備のための投資に充当することにより、なお一層の事業拡大を目指すことが、将来において安定的

かつ継続的な利益還元に繋がるものと考えております。将来的には各期の財政状態、経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を勘案したうえで株主に対して利益還元を実施していく方針ではありますが、現時点において配当

実施の可能性及びその時期等については未定であります。

 
(３) 組織体制に関するリスク

① 代表取締役への依存について

当社グループは、代表取締役に、当社グループの経営方針や事業戦略の決定等の経営の重要な部分を依存して

おります。当社グループでは過度に依存しないよう、経営幹部役職員の拡充、育成及び権限委譲による分業体制

の構築などにより、経営組織の強化に取り組んでおりますが、何らかの理由により代表取締役による業務執行が

困難となった場合、当社グループの業務に重大な支障を与える可能性があります。
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② 人材の採用と育成について（顕在化の可能性：中、顕在化の時期：長期、影響度：中）

当社グループがユーザーに支持されるeスポーツコンテンツを提供していくためには、優秀な人材を確保するこ

とが極めて重要な要素であると考えており、外部からの人材獲得及び社内の人材育成に加え、人材流出を防止す

るための環境整備を重要課題として取り組んでおります。

しかしながら、人材獲得競争が激しいことから、必要な人材を必要な時期に十分に確保できない場合や当社グ

ループの有能な人材が流出してしまった場合には、今後の事業展開に制約を受けることとなり、その結果、当社

グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
③ 内部管理体制について（顕在化の可能性：中、顕在化の時期：中期、影響度：中）

当社グループは、企業価値の持続的な増大を図るにはコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可

欠であるとの認識のもと、業務の適正性及び財務報告の信頼性の確保、さらに健全な倫理観に基づく法令遵守の

徹底が必要と認識しており、内部管理体制の充実に努めております。内部管理体制の詳細につきましては、「第

４　提出会社の状況　４　コーポレート・ガバナンスの状況等　(1) コーポレート・ガバナンスの概要　②企業

統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。

しかしながら、事業の急速な拡大により、十分な内部管理体制の構築が追いつかないという状況が生じる場合

には、適切な業務運営が困難となり、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
④ 情報管理体制について（顕在化の可能性：中、顕在化の時期：中期、影響度：中）

当社グループは、ユーザーのメールアドレスその他重要な情報を取り扱っているため、情報セキュリティ方針

を策定し、役職員に対して情報セキュリティに関する教育研修を実施し、プライバシーマークの認証を取得する

など、情報管理体制の強化に取り組んでおります。

しかしながら、何らかの理由で重要な情報が外部に漏洩した場合には、当事者への賠償と当社グループに対す

る社会的信頼の失墜、さらなる情報管理体制構築のための支出等により、当社グループの事業及び業績に影響を

及ぼす可能性があります。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(１) 経営成績等の状況の概要

　当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」

という)の状況の概要は次のとおりであります。

① 経営成績の状況

当連結会計年度における世界経済は、米国の関税政策を巡る国際的な通商リスクの高まりや、地政学的な緊張

の継続、資源価格の変動といった不透明要因を抱えつつ推移いたしました。一方で、国内においては金融政策の

転換期を迎えつつも、企業の設備投資意欲や個人消費の一部に回復の兆しが見られ、日経平均株価は高水準で推

移を続けるなど、株式市場は活況を呈しました。また、グローバルでは、特にAI技術の産業応用が急速に進み、

情報通信技術分野は引き続き堅調な成長を牽引いたしました。

このような事業環境の中、当社グループは「ゲームをきっかけに人と社会をHAPPYにする。」をミッションに

掲げ、eスポーツ市場をはじめゲーム周辺領域での事業展開を行っております。ゲームが持つ普遍的な魅力と社

会課題の解決力を最大限に引き出すことで、持続的な企業価値の向上に努めております。

当連結会計年度における売上高は2,843,521千円（前年同期比25.8％増）、営業利益は18,655千円（前年同期

比11.6％増）、経常利益は24,786千円（前年同期比79.4％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は3,829千円

（前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純損失は19,210千円）となりました。

なお、サービス別の売上高の概況は次のとおりであります。

 
a eスポーツ・イベントサービス

eスポーツやゲームのイベント企画・運営を行う「eスポーツ・イベントサービス」では、インフルエン

サーが主催となるイベントや海外クライアントの案件が増加するなど、オンライン・オフライン共に幅広い案

件を受注いたしました。

この結果、eスポーツ・イベントサービス関連の売上高は、1,614,302千円（前年同期比24.1％増）となり

ました。

 
b エージェンシーサービス

ゲームに関連する様々なマーケティングソリューションを提供する「エージェンシーサービス」では、ス

トリーマーやプロゲーマーなどのインフルエンサーを起用したPRやイベントの需要が引き続き好調に推移し、

インフルエンサーマーケティングに関連する売上高が増加しました。また、コミュニティマーケティング・

マーチャンダイジング・駅ナカ広告等の受注も増加し、新たな領域での実績創出とノウハウ蓄積が進んでおり

ます。

また、2025年２月18日に「株式会社 28 の株式取得（完全子会社化）に関するお知らせ」で公表しました

とおり、グラフィックや Web・映像制作・撮影・コピーライティングなどのデザイン事業、アプリ開発・シス

テム構築などを手掛ける株式会社28の株式を100%取得し連結子会社化しました。

この結果、エージェンシーサービス関連の売上高は、1,170,559千円（前年同期比22.0％増）となりまし

た。

 
②　財政状態の状況

(資産)

　当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末から584,409千円増加し、1,614,689千円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が127,573千円、売掛金が158,597千円、有形固定資産が121,503千円、ソフトウ

エア仮勘定が57,338千円、敷金が55,353千円増加したこと等によるものであります。

(負債)

　当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末から582,054千円増加し、1,107,734千円となりまし

た。これは主に、買掛金が176,492千円、短期借入金が57,499千円、１年内返済予定の長期借入金が83,360千

円、前受金が61,936千円、長期借入金が136,712千円増加したこと等によるものであります。
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(純資産)

　当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末から2,355千円増加し、506,954千円となりました。こ

れは主に、資本金が4,109千円、資本剰余金が4,109千円、利益剰余金が3,829千円増加しているものの、非支配

株主持分が9,634千円減少したこと等によるものであります。

 
③ キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から127,573千円増加し、486,873千円と

なりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動によるキャッシュ・フローは125,027千円の収入（前年同期間は142,097千円の収入）となりました。

これは、仕入債務の増加額173,217千円、売上債権の増加額131,302千円、前受金の増加額61,936千円、のれん償

却額22,776千円等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動によるキャッシュ・フローは186,806千円の支出（前年同期間は6,597千円の支出）となりました。こ

れは、有形固定資産の取得による支出84,507千円、無形固定資産の取得による支出56,504千円、敷金及び保証金

の差入による支出55,113千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入3,102千円等によるもので

あります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動によるキャッシュ・フローは189,353千円の収入（前年同期間は44,712千円の支出）となりました。

これは、長期借入れによる収入300,000千円、短期借入れによる収入70,000千円、長期借入金の返済による支出

176,305千円等によるものであります。

 

  ④ 生産、受注及び販売の実績

  a 生産実績

  該当事項はありません。

 

  b 受注実績

第10期連結会計年度における受注実績は次のとおりであります。なお、当社グループはeスポーツ事業の単

一セグメントのため、サービス別に記載しております。

 

サービスの名称

第10期連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)

受注高(千円) 前期比(％) 受注残高(千円) 前期比(％)

eスポーツ‧イベントサービス 1,355,293 74.2 676,540 72.3

合計 1,355,293 74.2 676,540 72.3
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  c 販売実績

第10期連結会計年度における販売実績は次のとおりであります。なお、当社グループはeスポーツ事業の単

一セグメントのため、サービス別に記載しております。

 

サービスの名称

第10期連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)

販売高(千円) 構成比(％) 前期比(％)

eスポーツ‧イベントサービス 1,614,302 56.8 124.1

エージェンシーサービス 1,170,559 41.2 122.0

その他 58,658 2.0 ―

合計 2,843,521 100.0 125.8
 

(注) 主要な販売先については、総販売実績に対する割合が100分の10以上の相手先がないため、記載を省略しており

ます。

 

(２) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりでありま

す。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。

 
① 経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

a 財政状態の分析

財政状態の状況とそれらの要因については、「第２　事業の状況　４　経営者による財政状態、経営成績及

びキャッシュ・フローの状況の分析　(１）経営成績等の状況の概要　②財政状態の状況」をご参照ください。

 
b 経営成績の分析

（売上高）

当連結会計年度の売上高は、2,843,521千円（前年同期比25.8％増）となりました。インフルエンサー主催イ

ベントや海外案件、新規マーケティング領域での受注拡大により売上高が増加しました。

（売上原価及び売上総損益）

当連結会計年度の売上原価は2,029,538千円（同22.6％増）、売上総利益は813,983千円（同34.5％増）とな

りました。イベント制作における売上原価率の圧縮に取り組みました。この結果、売上高総利益率は28.6％と

なりました。

（販売費及び一般管理費並びに営業損益）

当連結会計年度の販売費及び一般管理費は795,327千円（同35.2％増）、営業利益は18,655千円（同11.6%

増）となりました。事業拡大に伴う体制強化のため、子会社の連結化による人件費や本社移転費用が増加しま

した。この結果、売上高営業利益率は0.7％となりました。

（営業外損益及び経常損益）

当連結会計年度において、共済契約の解約返戻金が発生したことにより営業外収益は12,564千円（同

3,602.0％増）となりました。また、支払利息が発生したことにより営業外費用は6,433千円（同99.1％増）と

なりました。この結果、経常利益は24,786千円（同79.4％増）となりました。

（特別損益及び親会社株主に帰属する当期純損益）

当連結会計年度においては、法人税等合計として30,863千円を計上しました。この結果、親会社株主に帰属

する当期純利益は3,829千円（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純損失19,210千円）となりました。
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c 資本の財源及び資金の流動性に係る情報

（キャッシュ・フローの分析）

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については、「第２　事業の状況　４　経営者による財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(１）経営成績等の状況の概要　③キャッシュ・フローの

状況」をご参照ください。

当社グループの運転資金需要のうち主なものは、外注費、人件費、販売費及び一般管理費等の営業費用であ

ります。当社グループは、財政状態や資金使途を勘案しながら、必要な資金は自己資金、金融機関からの借入

等で資金調達していく方針です。なお、これらの資金調達方法の優先順位等は、資金需要の額や用途に合わせ

て柔軟に検討してまいります。

 
d 経営戦略の現状と見通し

今後のゲーム・eスポーツ領域は、エンターテインメントの枠に留まらず、周辺領域との親和性が非常に高

く、その業容は変化しながら拡大を続けていくと見込まれます。特に、ゲームマーケティング市場において

は、推し活市場やライブエンタメ市場など、関連市場も大きく成長しており、ゲームが持つ高い拡張性を活か

した事業展開のポテンシャルを秘めています。

このような市場環境の中、当社グループは2025年10月期において、売上高は前年同期比＋25.8％の成長によ

り過去最高を更新し、生産性向上などにより通期での黒字化を達成しました。特に、SNSやコミュニティマーケ

ティングを中心とした新規領域の受注割合が増加したエージェンシーサービスが当期の成長を大きく牽引しま

した。

今後も、ゲームコミュニティと企業をつなぐマーケティング事業組織への変容を推進し、効果的な戦略を通

じてクライアントの成功を支援するためのサービス開発に積極的に投資することで、中長期的な収益拡大を目

指してまいります。

以上のことから、2026年10月期の業績見通しにつきましては、売上高3,350百万円（前期比17.8％増）、営業

利益50百万円（前期比177.8％増）、経常利益40百万円（前期比66.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益

６百万円（前期比100.0％増）を見込んでおります。

 
e 経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標

経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標として、当社では、①売上

高、②売上高営業利益率を重視しております。売上高は当社グループの成長性、売上高営業利益率はその成長

の持続可能性を測る目安として重要視しております。

 

指標

第９期連結会計年度

（実績）

第10期連結会計年度

（実績）

第11期連結会計年度

（計画）

売上高 2,260,874千円 2,843,521千円 3,350,000千円

売上高営業利益率 0.7％ 0.7％ 1.5％
 

 
f 経営者の問題認識と今後の方針に関して　

経営者の問題意識と今後の方針については、「第２　事業の状況　１　経営方針、経営環境及び対処すべき

課題等」をご参照ください。
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② 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成

しております。この連結財務諸表の作成には、資産及び負債、収益及び費用に影響を与える見積りを必要とする

箇所がございます。これらの見積りにつきましては、経営者が過去の実績や取引状況等を勘案し、会計基準の範

囲内でかつ合理的に判断しておりますが、見積りには不確実性が伴うため、実際の結果と異なる可能性があるこ

とにご留意ください。

なお、当社グループの連結財務諸表で採用しております重要な会計方針につきましては、「第５　経理の状

況　１　連結財務諸表等　(１）連結財務諸表　注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）」

に記載しております。

また、連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なもの

については、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(１）連結財務諸表　注記事項（重要な会計上の見積

り）」に記載のとおりであります。

 
５ 【重要な契約等】

該当事項はありません。

 
６ 【研究開発活動】

　「ゲームをきっかけに人と社会をHAPPYにする。」をミッションに掲げ、ゲームが人々の生活に溶け込み親しまれ続け

る世の中を実現するべく、これまで様々なサービス開発に取り組んできました。今後も持続的に成長するためには、eス

ポーツやゲームが持つ可能性を信じ、その課題解決力を最大限に引き出し、エンターテインメント領域だけにとどまら

ない新規サービスの開発が不可欠であると考え、これに取り組んでおります。なお、当連結会計年度に発生した研究開

発に係る費用は、13,002千円であります。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度における設備投資の総額は141,844千円であります。当該設備投資は、主として当社における本社及

びスタジオ設備の移転・集約に伴う投資のほか、子会社におけるソフトウェア開発への投資及び人員増加に伴うPC等

の購入によるものであります。

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

また、当社グループは単一セグメントでありますので、セグメント別の記載を省略しております。

 

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

       2025年10月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)

建物
工具、器具
及び備品

車両運搬具
ソフト
ウエア

合計

本社
(東京都新宿区)

eスポーツ
事業

事務所 52,109 26,033 0 5,564 83,709 71

e-sports SQUARE
(東京都千代田区)

eスポーツ
事業

スタジオ
設備

10,180 0 ― ― 10,180 ―
 

(注) １．現在休止中の主要な設備はありません。

２．従業員数は就業人員であります。なお、臨時従業員数は従業員の総数の100分の10未満であるため、記載を

省略しております。

３. 建物の一部を賃借しており、年間賃借料は72,392千円であります。なお、2025年６月に本社を移転してお

り、年間賃借料には移転前の賃借料を含めて記載しております。

 

(2) 国内子会社

重要性がないため、記載を省略しております。

 
 
３ 【設備の新設、除却等の計画】

(１) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

 
(２) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 10,000,000

計 10,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2025年10月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2026年１月28日)

上場金融商品取引所
名または登録認可金
融商品取引業協会名

内容

普通株式 2,775,933 2,775,933
東京証券取引所
グロース市場

完全議決権株式であり、権利内
容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であ
ります。

計 2,775,933 2,775,933 ― ―
 

(注) 提出日現在の発行数には、2026年１月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

 

 第１回新株予約権

決議年月日 2020年７月30日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 １ 当社従業員 －

新株予約権の数（個）　※ 8,334 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、内
容及び数（株）　※

普通株式 8,334 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 80 (注)２

新株予約権の行使期間　※ 2022年11月１日～2030年７月30日

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額
（円）　※

発行価格　　80
資本組入額　40

新株予約権の行使の条件　※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項　※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要
するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項　※

　(注)４
 

※　当事業年度の末日(2025年10月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現

在(2025年12月31日)にかけて変更された事項はありません。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予

約権の行使によるものを除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

３. 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員の地位にあることを要

す。

② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。

③ 上記①の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権

者の死亡の日より１年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、本新株予約

権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。

　④ 上記①及び③の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合で、当社が諸般の事情を考慮の上、当

該本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者の

相続人は、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができ

る。

　⑤ 上記③及び④に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、本新株予約権者の

相続人が死亡した場合の、本新株予約権の再度の相続も認めない。
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⑥ 本新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含め

て当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算

出される行使可能な本新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた

個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。

イ．2022年11月１日から2023年10月31日

当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の３分の１

ロ．2023年11月１日から2024年10月31日

当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の３分の２

ハ．2024年11月１日から行使期間の末日まで

当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の全て

４．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合

につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の

新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消

滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画

において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）１に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記

（注）２に準じて決定する。

⑤ 新株予約権を行使できる期間

上表に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表に定め

る新株予約権の行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関

する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合においては、払込に係る額の２分の１を資本金に計上し（計算

の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げた額を資本金に計上する。）、その余りを資本準備金とし

て計上する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社でな

い場合には取締役の過半数）の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の取得事由及び条件

新株予約権の取得条項に準じて決定する。
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 第２回新株予約権

決議年月日 2021年１月30日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社代表取締役　１

新株予約権の数（個）　※ 15,625 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、内
容及び数（株）　※

普通株式 15,625 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 320 (注)２

新株予約権の行使期間　※ 2023年３月１日～2031年１月30日

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額
（円）　※

発行価格　 320
資本組入額　160

新株予約権の行使の条件　※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項　※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要
するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項　※

　(注)４
 

※　当事業年度の末日(2025年10月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現

在(2025年12月31日)にかけて変更された事項はありません。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予

約権の行使によるものを除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

３. 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員の地位にあることを要

す。

② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。

③ 上記①の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権

者の死亡の日より１年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、本新株予約

権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。

　④ 上記①及び③の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合で、当社が諸般の事情を考慮の上、当

該本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者の

相続人は、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができ

る。

　⑤ 上記③及び④に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、本新株予約権者の

相続人が死亡した場合の、本新株予約権の再度の相続も認めない。
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⑥ 本新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含め

て当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算

出される行使可能な本新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた

個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。

イ．2023年３月１日から2024年２月29日

当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の３分の１

ロ．2024年３月１日から2025年２月28日

当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の３分の２

ハ．2025年３月１日から行使期間の末日まで

当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の全て

４．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合

につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の

新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消

滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画

において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数　

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）１に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記

（注）２に準じて決定する。

⑤ 新株予約権を行使できる期間

上表に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表に定め

る新株予約権の行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関

する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合においては、払込に係る額の２分の１を資本金に計上し（計算

の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げた額を資本金に計上する。）、その余りを資本準備金とし

て計上する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社でな

い場合には取締役の過半数）の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の取得事由及び条件

新株予約権の取得条項に準じて決定する。

EDINET提出書類

ＧＬＯＥ株式会社(E38155)

有価証券報告書

 28/101



 

 

 第３回新株予約権

決議年月日 2021年10月30日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員　18

新株予約権の数（個）　※ 18,002 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、内
容及び数（株）　※

普通株式 18,002 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 600 (注)２

新株予約権の行使期間　※ 2023年11月１日～2031年10月30日

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額
（円）　※

発行価格　 600
資本組入額　300

新株予約権の行使の条件　※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項　※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要
するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項　※

　(注)４
 

※　当事業年度の末日(2025年10月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現

在(2025年12月31日)にかけて変更された事項はありません。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予

約権の行使によるものを除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

３. 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員の地位にあることを要

す。

② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。

③ 上記①の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権

者の死亡の日より１年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、本新株予約

権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。

　④ 上記①及び③の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合で、当社が諸般の事情を考慮の上、当

該本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者の

相続人は、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができ

る。

　⑤ 上記③及び④に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、本新株予約権者の

相続人が死亡した場合の、本新株予約権の再度の相続も認めない。
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⑥ 本新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含め

て当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算

出される行使可能な本新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた

個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。

イ．2023年11月１日から2024年10月31日

当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の３分の１

ロ．2024年11月１日から2025年10月31日

当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の３分の２

ハ．2025年11月１日から行使期間の末日まで

当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の全て

４．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合

につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の

新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消

滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画

において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数　

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）１に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記

（注）２に準じて決定する。

⑤ 新株予約権を行使できる期間

上表に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表に定め

る新株予約権の行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関

する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合においては、払込に係る額の２分の１を資本金に計上し（計算

の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げた額を資本金に計上する。）、その余りを資本準備金とし

て計上する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社でな

い場合には取締役の過半数）の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の取得事由及び条件

新株予約権の取得条項に準じて決定する。

 
② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2022年11月29日 (注)１ 200,000 2,700,000 107,640 146,140 107,640 145,140

2022年11月１日～
2023年10月31日 (注)２

24,998 2,724,998 999 147,139 999 146,139

2023年11月１日～
2024年10月31日 (注)２

11,194 2,736,192 1,191 148,331 1,191 147,331

2024年11月１日～
2025年10月31日 (注)２

39,741 2,775,933 4,109 152,441 4,109 151,441
 

(注) １.有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

　　発行価格　　　　1,170円

　　引受価額　　 1,076.40円

　　資本組入額　　 538.20円

　　払込金総額 215,280千円

２．新株予約権（ストックオプション）の権利行使による増加

 
(5) 【所有者別状況】

       2025年10月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数　100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 2 16 19 10 17 2,041 2,105 ―

所有株式数
(単元)

― 62 1,802 14,574 562 68 10,645 27,713 4,633

所有株式数
の割合(％)

― 0.22 6.50 52.59 2.03 0.25 38.41 100 ―
 

（注）　自己株式61株は、「単元未満株式の状況」に61株含まれております。
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(6) 【大株主の状況】

2025年10月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社カヤック 神奈川県鎌倉市御成町11丁目８番 1,427,000 51.41

谷田　優也 東京都杉並区 173,500 6.25

GMOクリック証券株式会社 東京都渋谷区道玄坂１丁目２番３号 55,900 2.01

株式会社SBI証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 45,844 1.65

楽天証券株式会社 東京都港区南青山２丁目６番21号 40,300 1.45

原田　清士 東京都清瀬市 35,000 1.26

古澤　明仁 千葉県浦安市 25,075 0.90

MSIP CLIENT SECURITIES
25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON
E14 4QA, U.K.

17,800 0.64

寿美工業株式会社
東京都港区高輪3丁目４－１高輪偕成ビル４
階

17,000 0.61

川田 信一朗 福岡県大野城市 15,900 0.57

計 ― 1,853,319 66.75
 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2025年10月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

27,713
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式であります。な
お、単元株式は100株であります。2,771,300

単元未満株式
普通株式

― ―
4,633

発行済株式総数 2,775,933 ― ―

総株主の議決権 ― 27,713 ―
 

（注）「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式61株が含まれております。
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② 【自己株式等】

    2025年10月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合
（％）

GLOE株式会社
東京都新宿区西
新宿七丁目5番25
号

61 ― 61 0.0

計 ― 61 ― 61 0.0
 

（注）当社は、2025年６月１日付で東京都新宿区西新宿７-５-25西新宿プライムスクエア15階に移転しておりま

す。

 
２ 【自己株式の取得等の状況】
 

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得
 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 
(2) 【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 
(3) 【株主総会決議または取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 61 58

当期間における取得自己株式 ― ―
 

（注）当期間における取得自己株式数には、2026年１月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式

の買取りによる株式は含まれておりません。

 
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
 (千円)

株式数(株)
処分価額の総額
 (千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、株式交付、会社分割
に係る移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 61 ― 61 ―
 

（注）当期間における取得自己株式数には、2026年１月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式

の買取りによる株式は含まれておりません。
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３ 【配当政策】

当社は、利益配分につきましては、株主利益の最大化という基本原則のもと、配当と内部留保への最適な配分を行

うことを経営方針としております。設立以来配当を実施しておりませんが、これは当社が現在成長期にあるとの認識

により、事業拡充と財務基盤強化に向けた内部留保に努めたことによります。

今後につきましては、業績推移、キャッシュ・フローの状況、投資計画、内部留保水準を見据えながら、利益の配

当と内部留保への配分を慎重に判断していく所存であります。内部留保資金の使途は、既存事業の拡充、新規事業の

展開、社内インフラ整備への有効投資を考えております。

剰余金の配当を行う場合には、期末配当の年１回を基本的な方針としておりますが、当社は会社法第454条第５項の

規定による中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これら剰余金の配当の決定機関は、中間配当に

ついては取締役会、期末配当については株主総会であります。
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、持続的な成長と社会への貢献を目指していく中で、迅速かつ透明性ある意思決定を行っていくことが

重要であると認識しております。その認識のもと、企業価値の拡大に合わせた意思決定体制の構築、及び経営

陣・全社員へのコンプライアンスの徹底を行い、株主、取引先、従業員等の全てのステークホルダーに対する利

益の最大化を図ります。そのため、当社は経営環境の変化に迅速かつ公正に対応する意思決定機関を構築し、当

社の営む事業を通じて利益を追求すること、財務の健全性を確保して信頼性を向上させること、説明責任を果た

すべく積極的に情報開示を行うこと、実効性ある内部統制システムを構築すること、並びに監査役が独立性を保

ち十分な監査機能を発揮すること等が重要であると考えております。

なお、2026年１月29日開催予定の第10回定時株主総会の議案（決議事項）として、監査等委員会設置会社へ移

行するための「定款一部変更の件」を提案しており、当議案が承認可決され定款変更の効力が発生した場合、同

定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行します。当社は、監査等委員会設置会社へ移行する

ことで、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会に

おける議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性・公正性を向上させ、コーポレー

ト・ガバナンスの基盤をより強固なものとしてまいります。

 
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

a 企業統治の体制の概要

当社は取締役会設置会社・監査役会設置会社であり、取締役４名（うち社外取締役１名）、監査役３名

（うち社外監査役３名）を選任しております。また、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会を設置す

ることにより、ガバナンス体制の強化を図っております。

また、当社は、親子上場の子会社であることから、独立性の高い社外取締役（東京証券取引所が一般株主

の保護のために確保を義務付けている独立役員に指定しております。）を選任し、経営を監督する体制を構

築しております。今後も一般株主の保護を果たしながら経営を効率的に行い、社外取締役の比率を高めてい

く等、ガバナンス体制を引き続き向上させてまいります。

 
(a) 取締役会

当社の取締役会は取締役４名（うち社外取締役１名）により構成されており、月１回定時取締役会を開催

しているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、当社の経営に関する基本方

針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項の他、重要な業務の執行状況につ

き報告を受けるとともに、取締役の職務執行を多面的に監督・監視しています。当事業年度においては取締

役会を15回開催しており、個々の出席状況は以下のとおりです。

   

役職名 氏名 出席状況

代表取締役 谷田　優也 15回／15回(出席率100％)

代表取締役 古澤　明仁 12回／15回(出席率80％)

取締役 村田　光至朗 15回／15回(出席率100％)

社外取締役 田村　征也 15回／15回(出席率100％)
 

（注）上記とは別に取締役会決議があったものとみなす書面決議が12回ありました。

 
なお、2026年１月29日開催予定の第10回定時株主総会の議案（決議事項）として、監査等委員会設置会社

へ移行するための「定款一部変更の件」のほか、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の

件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決され、それらの

効力が発生した場合、取締役会は取締役６名（うち４名が社外取締役）、監査等委員会は取締役３名（うち

３名が社外取締役）となる予定です。
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(b) 監査役会

当社の監査役会は３名（全て社外監査役）で構成されており、うち１名は常勤監査役であります。各監査

役は、監査役会で策定された監査役会規程、監査役監査基準及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとす

る重要な会議に出席し、必要に応じて意見を率直に表明するとともに、取締役及び事業部門にヒアリングを

行い、社外の独立した立場から経営に対して適正な監視を行うこととしております。さらに、内部監査人及

び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。

なお、2026年１月29日開催予定の第10回定時株主総会の議案（決議事項）として、監査等委員会設置会社

へ移行するための「定款一部変更の件」のほか、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の

件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決され、それらの

効力が発生した場合、取締役会は取締役６名（うち４名が社外取締役）、監査等委員会は取締役３名（うち

３名が社外取締役）となる予定です。

 
(c) 部長会議

原則として毎週１回開催しております。部長会議には、社内取締役、部門長、その他取締役が必要と認め

る者が参加しております。なお、常勤監査役もオブザーバーとして出席しております。部長会議では、各事

業部門及び管理部門から業務執行状況が報告されるとともに、それに基づき計画策定・修正について討議を

行っております。また、会社全体にわたる重要な情報の収集・分析結果及び各部門が直面する事業機会と課

題について経営幹部が共有し協議しております。これは取締役その他の意思決定者による迅速かつ的確な経

営判断に資するとともに、部署間の協力体制を促進することを目指すものであります。

 
(d) コンプライアンス委員会

当社は、コンプライアンスに関する事項の協議を行い、法令等の遵守徹底を図るため、コンプライアンス

委員会を設置しております。当委員会は、代表取締役が委員長を務め、取締役１名、その他委員長の指名す

る者で構成され、常勤監査役がオブザーバーとして出席しております。 また、原則として、毎月１回開催し

ております。
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(e) リスク管理委員会

当社は、リスク管理の検討、審議等を行うためリスク管理委員会を設置しております。当委員会は、代表

取締役が委員長を務め、取締役１名、その他委員長の指名する者で構成され、常勤監査役がオブザーバーと

して出席しております。 また、原則として、毎月１回開催しております。

 
機関毎の構成員は次のとおりであります。

       

役職名 氏名 取締役会 監査役会 部長会議
コンプライ
アンス委員会

リスク管理
委員会

代表取締役 谷田　優也 ◎  ◎ ◎  

代表取締役 古澤　明仁 〇  ◎  ◎

取締役 村田　光至朗 〇  〇 〇 〇

社外取締役 田村　征也 〇     

社外監査役(常勤) 岩﨑　恵子 〇 ◎ 〇(注２) 〇(注２) 〇(注２)

社外監査役 松本　祐輝 〇 〇    

社外監査役 山田　洋司 〇 〇    

その他(注３) 〇  〇 〇 〇
 

(注) １．◎は議長です。

２．オブザーバーとして出席しております。

３．その他は、部門長、その他議長の指名する者です。
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b 企業統治の体制を採用する理由

当社の企業規模、業務内容等を勘案し、コーポレート・ガバナンスのあり方を検討した結果、上記の企業

統治体制が迅速な意思決定を可能にし、かつ経営の透明性、健全性を確保できる最適な形態と判断いたしま

した。

なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制図は、次のとおりであります。

 

 

　なお、2026年１月29日開催予定の第10回定時株主総会の議案（決議事項）として、監査等委員会設置会社へ移

行するための「定款一部変更の件」を提案しており、当議案が承認可決され定款変更の効力が発生した場合、同

定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行します。監査等委員会設置会社に移行後の当社の

コーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりとなる予定です。
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③ 企業統治に関するその他の事項

当社は、業務の適正性を確保するための体制として、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定め、現在そ

の基本方針に基づき、具体的な統制活動を整備し、内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下

のとおりです。

なお、2026年１月29日開催予定の第10回定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」及び

「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当

社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、以下に記載しております現在の監査役の役割については監査等委

員である取締役が担い、監査役会の役割については監査等委員会が担うこととなります。

 

a 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「経営理念」「コンプライ

アンス規程」等を制定し、役職員はこれを遵守しております。

(b) 「取締役会規程」を始めとする社内諸規程を制定し、役職員の職務執行が法令及び定款に適合するように

担保しております。

(c) コンプライアンス委員会を設置し、全役職員が法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動をとるこ

とを促すとともに、研修等を定期的に実施することにより「コンプライアンス規程」等の周知徹底をしてお

ります。また、内部通報制度も確立しており、不適切な行為の兆候もしくは不適切な行為を発見した場合に

報告・相談できるルートが確保されています。

(d) 役職員の職務執行の適切性を確保するため、代表取締役直轄の内部監査人を設置し、「内部監査規程」に

基づき内部監査を実施しております。また、内部監査人は必要に応じて会計監査人と情報交換を実施してお

ります。

 

b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a) 取締役会議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取り扱いは「文書管理規程」等の

社内規程に基づき、文章または電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理しております。

(b）文章管理部署の総務部は、取締役及び監査役の閲覧請求に対して、何時でもこれら文書を閲覧に供せるよ

うに管理しております。

 

c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理に係るリスク管

理委員会を設置し、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化する

ための体制を整備しております。

 

d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a) 定時取締役会を毎月１回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものと

し、適切な職務執行が行える体制を確保しております。

(b）毎月１回の定時取締役会に加え、取締役会の意思決定に資すること、多様なリスクを可能な限り把握し対

応するために、部長会議を毎週１回開催しております。

 

e 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(a) 子会社の取締役または監査役を当社から1名以上派遣し、子会社の取締役の職務執行の監視・監督または

監査を行っております。子会社の事業運営、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備その他子会社

の経営管理については、「関係会社管理規程」に基づき管理本部が担当しております。子会社の経営につい

ては、その自主性を尊重しつつ、当社への事業の状況に関する定期的な報告と重要事項については適切な承

認を得ております。

(b) 内部監査人は、当社の子会社管理状況及び子会社の業務活動について内部監査を実施しております。
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f 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使

用人の取締役からの独立性に関する事項

特段職務を補助すべき使用人を置いてはおりませんが、監査役が使用人を置くことを求めた場合において

は、以下の事項を実施する予定であります。

(a) 監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員を確保する。

(b) 当該使用人が監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱されたものとして、取締役の指

揮命令は受けないものとし、その期間中の当該使用人の人事評価においても独立性に影響を与えないように

実施する。

 

g 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

(a) 取締役及び使用人は、監査役会の定めに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行って

おります。

(b）監査役への報告・情報提供は以下のとおりであります。

イ 取締役会での報告、情報提供

ロ 各事業部長等のヒアリング時の報告、情報提供　等

 

h その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a) 代表取締役及び内部監査人は、監査役と必要に応じて意見交換を行っております。

(b) 監査役は、取締役会を始め、部長会議等重要な会議に出席することにより、重要な報告を受ける体制と

なっております。

(c) 監査役は、会計監査人とコミュニケーションを図ることにより、監査環境を整備し監査の有効性、効率性

を高めております。

 

i 現状において明らかになった課題・改善点

現状において、明らかになった重要な課題はございません。

 

j 財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性を確保するため、内部監査人を設置し、財務報告の適正性を確保するため、全社的な統

制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築しております。

k 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況

(a）反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方

イ 当社の社内規程等に明文の根拠を設け、組織全員が一丸となって反社会的勢力の排除に取り組む。

ロ 反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持たない。また、反社会的勢力による不当要求は一切を

拒絶する。

 

(b）反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況

イ 「反社会的勢力排除に関する規程」において反社会的勢力に対する姿勢について明文化し、全職員の行

動指針とする。

ロ 反社会的勢力の排除を推進するために総務部を管理部署としている。

ハ 「反社会的勢力対応マニュアル」を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取り組む。

ニ 取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。

ホ 反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から得た反社会的勢力情報の収集に取り組む。

ヘ 暴力団追放運動推進都民センターの賛助会員に加入し、情報収集と社内への情報共有を行う。

ト 取引先との間で締結する「基本契約書」では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、

契約を解除できる条項を盛り込む。
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④ リスク管理体制の整備状況

当社は、事業遂行上発生する各種リスクを的確に評価し、迅速かつ適切に対処するため、リスク管理体制の強

化に継続的に取り組んでおります。部長会議では、各事業のリスクについて当該部門の自己分析報告にあわせ、

他部門による客観的な検討も協議事項としております。更に、リスク管理を必要に応じて全社的に対処するため

リスク管理委員会を設置し、リスク管理体制の基本的な対策・事業継続計画の策定、取締役会への報告等を行っ

ております。

 
⑤ 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。

なお、2026年１月29日開催予定の第10回定時株主総会の議案（決議事項）として、監査等委員会設置会社へ移

行するための「定款一部変更の件」を提案しており、当議案が承認可決され定款変更の効力が発生した場合、取

締役（監査等委員である取締役を除く。）は６名以内、監査等委員である取締役は５名以内となります。

 
⑥ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限

定する契約を結んでおります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。な

お、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について

善意でかつ重大な過失がないときに限られております。

なお、2026年１月29日開催予定の第10回定時株主総会の議案（決議事項）として、監査等委員会設置会社へ移

行するための「定款一部変更の件」を提案しており、当議案が承認可決され定款変更の効力が発生した場合、同

定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行し、非業務執行取締役との間で責任限定契約を締結

する予定です。

 
⑦ 中間配当

当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年４月30日を基準日として中間配当を

行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするもので

あります。

なお、2026年１月29日開催予定の第10回定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」を提

案しており、当該議案が承認可決され定款変更の効力が発生した場合、事業年度は７月１日から６月30日まで

に、中間配当の基準日は12月31日に変更となります。

 
⑧ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の規定に

より、取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の同法第423条第１項の責

任につき、善意かつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって法令の限度において免除することができ

る旨定款に定めております。

なお、2026年１月29日開催予定の第10回定時株主総会の議案（決議事項）として、監査等委員会設置会社へ移

行するための「定款一部変更の件」及び「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」、「監査

等委員である取締役３名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社は同

日付で監査等委員会設置会社へ移行し、定款の定めは、取締役（取締役であった者を含む。）の会社法第423条第

１項の責任につき、取締役会の決議によって、法令の定める範囲内で免除することができる旨の規定となる予定

です。また、監査等委員会設置会社への移行に伴い、第10回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第

１項所定の監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任は、同定時株主総会の決議による変更前の定款

の定めるところとする経過措置を定款に規定する予定です。
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⑨ 取締役及び監査役の選任決議要件

当社は、取締役及び監査役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１

以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決

議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑩ 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定に基づき、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とす

るため、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。

 
⑪ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めておりま

す。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります

 
⑫ 役員賠償責任保険

　当社は、当社の取締役及び監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており

ます。これにより、当社の取締役・監査役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただ

し、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を填補することとしております。保険料は全

額当社が負担しております。

当社は、2026年１月29日開催予定の第10回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員で

ある取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程いたします。当該議

案が原案どおり承認可決された場合、取締役は引き続き当該保険契約の被保険者となります。
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(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　a.2026年１月28日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下の通りです。

男性6名　女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

代表取締役 谷田 優也 1982年10月８日

2004年４月 ㈱マリノ　入社

2008年１月 ㈱ファーストビット　入社

2010年９月 ㈱角川コンテンツゲート　入社

2012年７月 ㈱エンターブレイン　転籍

2013年６月 ㈱マーベラスAQL

（現　㈱マーベラス）入社

2015年11月 当社設立　代表取締役（現任）

2023年８月 ㈱en-zin　取締役（現任）

2025年２月 ㈱28 取締役（現任）

(注)３ 173,500

代表取締役 古澤 明仁 1980年11月10日

2003年10月 ㈱ロジクール　入社

2010年３月 サンディスク㈱　入社

2012年11月 ㈱ロジクール　入社

2016年10月 ㈱SANKO　入社

2016年10月 ㈱ライゼスト設立 代表取締役

2019年11月 PLAYHERA JAPAN㈱　取締役

2021年２月 当社　代表取締役（現任）

2024年６月 配信技術研究所㈱　取締役（現

任）

2025年２月 ㈱28 取締役（現任）

(注)３ 25,075

取締役

管理本部長
村田 光至朗 1985年11月12日

2009年４月 三菱UFJニコス㈱　入社

2019年５月 当社入社

2019年12月 管理部長

2021年２月 取締役管理本部長（現任）

2023年８月 ㈱en-zin　取締役（現任）

2024年６月 配信技術研究所㈱　監査役（現

任）

2025年２月 ㈱28 監査役（現任）

(注)３ 2,166

取締役 田村 征也 1986年７月10日

2009年４月 ㈱ミクシィ　入社

2016年11月 ㈱XFLAGSTORE代表取締役社長

2017年10月 ㈱ミクシィ

XFLAG ENTERTAINMENT本部長

2020年７月 ㈱千葉ジェッツふなばし代表取締

役社長（現任）

2022年１月 当社取締役（現任）

2025年７月 東京フットボールクラブ㈱取締役

（現任）

(注)３ -

 

 

EDINET提出書類

ＧＬＯＥ株式会社(E38155)

有価証券報告書

 43/101



 　

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

常勤監査役

岩﨑 恵子

(戸籍上の氏名

安彦 恵子)

1980年６月３日

2006年12月 新日本監査法人

（現EY新日本有限責任監査法人）

入所

2010年９月 公認会計士登録

2021年１月 岩﨑恵子公認会計士事務所　開設

2021年２月 当社常勤監査役（現任）

(注)４ -

監査役 松本 祐輝 1992年１月21日

2015年12月 弁護士登録

2016年１月 西村あさひ法律事務所（現西村あ

さひ法律事務所・外国法共同事

業）　入所

2021年２月 当社監査役（現任）

2024年８月 ミート㈱ 監査役（現任）

2025年10月 AI model㈱ 監査役（現任）

2026年１月 西村あさひ法律事務所・外国法共

同事業 パートナー（現任）

(注)４ -

監査役 山田 洋司 1979年７月１日

2002年３月 ㈱マリノ　入社

2005年５月 ㈱ファーストビット　入社

2010年３月 ㈱スタジオ・アルカナ　入社

2012年３月 ㈱エスドライヴ　設立

代表取締役社長

2021年２月 当社監査役（現任）

2022年５月 ㈱パイプ　入社

(注)４ -

計 200,741
 

(注) １．取締役田村征也は、社外取締役であります。

２．監査役岩﨑恵子、松本祐輝及び山田洋司は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2025年１月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のう

ち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2022年７月29日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のう

ち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 
b.2026年１月29日開催予定の第10回定時株主総会の議案（決議事項）として、監査等委員会設置会社へ移行するた

めの「定款一部変更の件」のほか、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」、「監査等委員

である取締役３名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は

以下のとおりとなる予定です。

 
男性5名　女性1名(役員のうち女性の比率16.7％)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

代表取締役 谷田 優也 1982年10月８日

2004年４月 ㈱マリノ　入社

2008年１月 ㈱ファーストビット　入社

2010年９月 ㈱角川コンテンツゲート　入社

2012年７月 ㈱エンターブレイン　転籍

2013年６月 ㈱マーベラスAQL

（現　㈱マーベラス）入社

2015年11月 当社設立　代表取締役（現任）

2023年８月 ㈱en-zin　取締役（現任）

2025年２月 ㈱28 取締役（現任）

(注)２ 173,500

代表取締役 古澤 明仁 1980年11月10日

2003年10月 ㈱ロジクール　入社

2010年３月 サンディスク㈱　入社

2012年11月 ㈱ロジクール　入社

2016年10月 ㈱SANKO　入社

2016年10月 ㈱ライゼスト設立 代表取締役

2019年11月 PLAYHERA JAPAN㈱　取締役

2021年２月 当社　代表取締役（現任）

2024年６月 配信技術研究所㈱　取締役（現

任）

2025年２月 ㈱28 取締役（現任）

(注)２ 25,075
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取締役 田村 征也 1986年７月10日

2009年４月 ㈱ミクシィ　入社

2016年11月 ㈱XFLAGSTORE代表取締役社長

2017年10月 ㈱ミクシィ

XFLAG ENTERTAINMENT本部長

2020年７月 ㈱千葉ジェッツふなばし代表取締

役社長（現任）

2022年１月 当社取締役（現任）

2025年７月 東京フットボールクラブ㈱取締役

（現任）

(注)２ -

取締役

（常勤監査等委員）

岩﨑　恵子

 (戸籍上の氏名

安彦 恵子)

1980年６月３日

2006年12月 新日本監査法人

（現EY新日本有限責任監査法人）

入所

2010年９月 公認会計士登録

2021年１月 岩﨑恵子公認会計士事務所　開設

2021年２月 当社常勤監査役（現任）

(注)３ -

取締役

（監査等委員）
松本 祐輝 1992年１月21日

2015年12月 弁護士登録

2016年１月 西村あさひ法律事務所（現西村あ

さひ法律事務所・外国法共同事

業）　入所

2021年２月 当社監査役（現任）

 
2024年８月 ミート㈱ 監査役（現任）

2025年10月 AI model㈱ 監査役（現任）

2026年１月 西村あさひ法律事務所・外国法共

同事業 パートナー（現任）

(注)３ -

取締役

 （監査等委員）
山田 洋司 1979年７月１日

2002年３月 ㈱マリノ　入社

2005年５月 ㈱ファーストビット　入社

2010年３月 ㈱スタジオ・アルカナ　入社

 
2012年３月 ㈱エスドライヴ　設立

代表取締役社長

2021年２月 当社監査役（現任）

2022年５月 ㈱パイプ　入社

(注)３ -

計 198,575

 

(注)１．取締役 田村征也、岩﨑恵子、松本祐輝及び山田洋司は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年１月29日開催の定時株主総会終結の時から選

任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2026年１月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了

する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

2026年１月28日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役は取締役４名中１名、社外監査役は監査役

３名中３名であります。社外取締役田村征也は、エンタメコンテンツ(ゲームやプロスポーツ)の経営を経験して

きた知見があり、これら経験を基にした経営サポート、特に当社において今後発生するであろう事業的・組織的

リスクについて先を行く経営者として、事業拡大への躍進に寄与していただくことを期待するとともに、当社の

経営を監督していただけるものと判断し社外取締役に就任いただいております。また、同氏と当社の間に特別な

利害関係はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれがないと判断しております。これらの理由により、同氏

を独立役員として指定し、一般株主の利益保護を充実していただきたいと考えたことが、独立役員の選任理由と

なります。

社外監査役岩﨑恵子は、公認会計士として企業会計・税務等に関する幅広い専門的知見を有しており、専門的

な見地から当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。社外監査役である岩﨑恵子と当社の

間に人的・資本的・取引関係、その他の利害関係はなく、また一般株主と利益相反の恐れはないため、独立役員

に指定しております。

社外監査役松本祐輝は、弁護士の資格を有し諸法令に精通しており、専門的な見地から当社の監査に有用な意

見をいただけるものと判断しております。社外監査役である松本祐輝と当社の間に人的・資本的・取引関係、そ

の他の利害関係はございません。
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社外監査役山田洋司は、他の会社における代表取締役としての豊富な経験と見識を有していることから、当社

の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。社外監査役である山田洋司と当社の間に人的・資本

的・取引関係、その他の利害関係はなく、また一般株主と利益相反の恐れはないため、独立役員に指定しており

ます。

当社において、社外取締役及び社外監査役は、独立した立場、豊富な経験、幅広い知識に基づき当社の経営を

客観的に監査、監督するとともに、当社の経営全般を助言することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に

寄与し、経営の適正性をより一層高める役割を担うものであります。 なお、当社は、社外取締役及び社外監査役

を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の

独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

なお、2026年１月29日開催予定の第10回定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」を提

案しております。当該議案が承認可決されると、当社は同定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会

社へ移行いたします。同定時株主総会では、「定款一部変更の件」のほか、「取締役（監査等委員である取締役

を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、監査等委員会設置会

社への移行後における監査等委員である社外取締役は３名となります。各社外取締役は、当社との間に特別な利

害関係はありません。また、各社外取締役と当社との間には、開示すべき関係はありません。

 
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内

部統制部門との関係

社外取締役と社外監査役は、取締役会において随時意見交換を行っております。社外監査役と内部監査室は、

定期的に内部監査の実施状況等について報告等を行い情報交換や意見交換を行っております。さらに、三様監査

を通じて、会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、会計監査人、内部監査室と

の連携強化に努めております。

以上の通り総合的に相互連携を図り、円滑な監査を行っております。

なお、2026年１月29日開催予定の第10回定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」を提

案しております。当該議案が承認可決されると、当社は同定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会

社へ移行いたします。監査等委員会設置会社への移行後は、監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持

ち、意見及び情報の交換を行う等の連携を通じて、監査の実効性の確保に努めてまいります。また、内部監査室

等からは監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めるなどの緊密な連携を保

ち、組織的かつ効率的な監査を実施するよう努めてまいります。

 
(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社の監査役会は３名（全て社外監査役）で構成されており、うち１名は常勤監査役であります。残り２名

はそれぞれ弁護士並びに他の会社の代表取締役経験者であります。なお、監査役岩﨑恵子は公認会計士の資格

を有していることから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。各監査役は、監査役

会で策定された監査役会規程、監査役監査基準及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議に

出席し、必要に応じて意見を率直に表明するとともに、取締役及び事業部門にヒアリングを行い、社外の独立

した立場から経営に対して適正な監視を行うこととしております。さらに、内部監査人及び会計監査人との連

携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。

当事業年度において当社は監査役会を月１回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおり

であります。

氏名 開催回数 出席回数

岩﨑 恵子 14 14

松本 祐輝 14 14

山田 洋司 14 14
 

監査役会における具体的な検討事項は、監査の方針及び監査計画、会計監査人の監査の方法及び結果の相当

性、監査報告の作成、会計監査人の報酬に関する同意等であります。

また、常勤の監査役は監査活動、社内の状況、内部通報、労務の状況等について監査役会で報告し、情報共

有を図っております。

なお、2026年１月29日開催予定の第10回定時株主総会の議案（決議事項）として、監査等委員会設置会社へ
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移行するための「定款一部変更の件」を提案しており、この議案が承認可決され効力が発生した場合、当社は

監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員である取締役３名（うち監査等委員である社外取締役３名）とな

る予定です。移行後は、監査役監査については監査等委員会監査、監査役・監査役会の役割については監査等

委員である取締役・監査等委員会がその役割に応じて継承します。

 
② 内部監査の状況

当社においては、内部監査人２名（兼任）が内部監査規程に基づき事業年度ごとに内部監査計画を策定し、

代表取締役の承認を得たうえで、内部監査を実施しております。監査結果につきましては、代表取締役及び被

監査部門に報告しております。被監査部門に対しては、ヒアリング及び実地調査に基づき、内部統制、コンプ

ライアンス等の観点から問題点を指摘するとともに改善策を提案しております。また、被監査部門からは随時

改善の進捗状況の報告を受けることにより、より実効性の高い監査としております。なお、内部監査人は、監

査役、会計監査人ともそれぞれ独立した監査を実施しつつも、随時情報交換を行うなど、相互連携による効率

性の向上を目指しております。

なお、2026年１月29日開催予定の第10回定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」を

提案しております。当該議案が承認可決されると、当社は同定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設

置会社へ移行いたします。監査等委員会設置会社への移行後の内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人

と、監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行い、有効かつ効率的な監査に努めてまいります。

 
③ 会計監査の状況

a 監査法人の名称

監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

 
b 継続監査期間

６年間

 

c 業務を執行した公認会計士

指定社員・業務執行社員　松本 浩幸

指定社員・業務執行社員　伊藤 宏美

 

d 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　７名

その他　６名

 
e 監査法人の選定方針と理由

会計監査人の解任または不再任の決定の方針として、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある

場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議

案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の

同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集

される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告致します。

監査法人の選定に当たっては、「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」（公益社

団法人日本監査役協会）に基づき、会計監査人の独立性、品質管理体制、職務遂行体制の適切性及び監査の

実施状況を勘案し、総合的に判断しております。

監査役会は、当社の財務経理部門、内部監査部門及び会計監査人自身から、会計監査人の独立性・監査体

制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認めました。

また、会計監査人の解任または不再任の決定の方針及びその他の評価基準に基づき、引き続き適正な監査

を期待できると評価し、監査法人Ａ＆Ａパートナーズを再任することが適当であると判断しました。

 
f　監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役会では、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じ

て、会計監査人の独立性、品質管理体制、職務遂行体制の適切性及び監査の実施状況を把握し、監査の実効
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性について確認しております。 また、会計監査人の監査の主な被監査部門である管理本部からも、会計監査

人の監査実施状況を確認することで、適正な監査を実施しているかを監視及び検証を別の側面からも行って

おります。上記内容をもとに、「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」（公益社団

法人日本監査役協会）にある評価項目に準じて評価を行った結果、監査法人の職務執行に問題はないと評価

をしております。

 
なお、2026年１月29日開催予定の第10回定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」

を提案しております。当該議案が承認可決されると、当社は同定時株主総会終結の時をもって、監査等委員

会設置会社へ移行いたします。監査等委員会設置会社への移行後の監査役及び監査役会の役割については、

監査等委員である取締役及び監査等委員会が、その役割に応じて継承する予定であります。

 
④ 監査報酬の内容等

a 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 28,600 ― 30,050 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 28,600 ― 30,050 ―
 

(注)当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬には前連結会計年度に係る監査証明業務に基づく追加報

酬額3,300千円が含まれております。

 
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)

該当事項はありません。

 

c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 
d 監査報酬の決定方針

監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提

案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手

続きを実施しております。

 
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査結果の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等につい

て、その適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき同意の判断をいたしました。

 
なお、2026年１月29日開催予定の第10回定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」

を提案しております。当該議案が承認可決されると、当社は同定時株主総会終結の時をもって、監査等委員

会設置会社へ移行いたします。監査等委員会設置会社への移行後の監査役及び監査役会の役割については、

監査等委員である取締役及び監査等委員会が、その役割に応じて継承する予定であります。
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(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役の個別報酬等の内容に係る決定方針について、「各取締役の報酬等は、株主総会で決定した

報酬総額の限度内において、取締役会の決議に基づき一任された代表取締役が、各取締役の役割、貢献度、業

績等の経営状況、経済情勢等を考慮して決定する」旨を役員規程に定めており、基本報酬となる金銭報酬につ

いては、業績連動報酬制度は採用しておりません。

当社は、各取締役の評価を行うにあたり、当社の企業理念を深く理解し業績を全体的かつ俯瞰的に把握して

いる代表取締役が最も適していると判断し、かつ、より慎重な協議に基づき評価を行う事が出来ると判断した

結果、代表取締役谷田優也・古澤明仁の２名に対して取締役の個人別の報酬額の決定を委任しております。

取締役会において、当事業年度に係る取締役の個別の報酬等について報酬等の内容の決定方法及び決定され

た報酬等の内容が、取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿う

ものであると判断しております。

なお、監査役については、監査役会の協議によって各人の報酬等の額を決定しております。

取締役の報酬限度額は、2022年７月29日開催の臨時株主総会において、年額85,000千円と決議いただいてお

り、当該株主総会終結時点の取締役の員数は７名であります。監査役の報酬限度額は、2021年１月28日開催の

臨時株主総会において、年額12,000千円と決議いただいており、当該株主総会終結時点の監査役の員数は３名

であります。

その他の非金銭報酬等を支給する場合は、内容・算定方法等について法令に従い取締役会にて決定いたしま

す。

 
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
(名)固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

41,250 41,250 ― ― 4

監査役
(社外監査役を除く。)

― ― ― ― ―

社外役員 13,920 13,920 ― ― 4
 

(注) １．取締役（社外取締役を除く。）の支給人員には、2024年11月30日をもって退任した１名分を含んでおりま

す。

２．取締役の報酬限度額は、2022年７月29日開催の臨時株主総会において、年額85,000千円と決議いただいてお

り、当該株主総会終結時点の取締役の員数は７名であります。

３．監査役の報酬限度額は、2021年１月28日開催の臨時株主総会において、年額12,000千円と決議いただいてお

り、当該株主総会終結時点の監査役の員数は３名であります。

４．2021年１月30日開催の臨時株主総会において、報酬限度枠とは別枠で、取締役のストックオプションとして

の新株予約権25,000個（上限）を取締役に付与すること、報酬等の額は上記ストックオプションとしての新

株予約権の公正な評価額を上限とする旨を決議いただいております。当該決議に関して本制度の対象となる

取締役の員数は１名であります。

 
なお、当社は、2026年１月29日開催予定の第10回定時株主総会の議案（決議事項）として、監査等委員会設

置会社へ移行するための「定款一部変更の件」を提案しており、当議案が承認可決され定款変更の効力が発生

した場合、同定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行します。同定時株主総会では、「定

款一部変更の件」のほか、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」、「監査等委員であ

る取締役３名選任の件」、「取締役 （監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件」、「監査等委員

である取締役の報酬額設定の件」を提案しており、これらの議案が承認可決された場合、取締役（監査等委員

である取締役を除く。）は３名となり、その報酬限度 額は年額60,000千円以内となる予定です。

また、監査等委員である取締役は３名となり、その報酬限度額は年額20,000千円以内となる予定であり、監

査等委員である取締役の個別報酬は、株主総会の決議の定める総額の範囲において監査等委員会の協議により

決定する予定です。

 
③ 役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 
(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専

ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式については純投資

目的である投資株式とし、それ以外の投資株式については、純投資目的以外の目的である投資株式と判断して

おります。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

該当事項はありません。

 
b 銘柄数及び貸借対照表計上額

該当事項はありません。

 
 （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

該当事項はありません。

 
 （当事業年度において株式数が減少した銘柄）

該当事項はありません。

 
c 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

(a) 特定投資株式

該当事項はありません。

 
(b) みなし保有株式

該当事項はありません。

 
③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 
④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 
⑤ 当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変

更したもの

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)

に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸

表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

 

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2024年11月１日から2025年10月31日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2024年11月１日から2025年10月31日まで)の財務諸表について、監査法人Ａ＆Ａパー

トナーズの監査を受けております。

 

３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には会計基準等の内容

を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、必要に応じて監査

法人との協議を実施し、その他セミナー等への参加を通して、積極的な情報収集活動に努めております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2024年10月31日)

当連結会計年度
(2025年10月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 359,299 486,873

  売掛金 326,328 484,925

  仕掛品 15,646 33,018

  その他 49,395 87,086

  貸倒引当金 △2,485 △4,663

  流動資産合計 748,184 1,087,240

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 37,618 135,770

    減価償却累計額 △21,950 △21,086

    建物及び構築物（純額） 15,667 114,684

   工具、器具及び備品 91,319 101,968

    減価償却累計額 △78,243 △69,982

    工具、器具及び備品（純額） 13,076 31,987

   車両運搬具 2,967 7,703

    減価償却累計額 △2,596 △3,756

    車両運搬具（純額） 370 3,947

   有形固定資産合計 29,114 150,618

  無形固定資産   

   のれん 135,803 119,390

   ソフトウエア 10,233 6,015

   ソフトウエア仮勘定 6,694 64,033

   無形固定資産合計 152,730 189,439

  投資その他の資産   

   敷金 43,978 99,332

   長期前払費用 55,003 35,911

   繰延税金資産 1,266 20,209

   その他 818 47,887

   貸倒引当金 △818 △15,950

   投資その他の資産合計 100,249 187,390

  固定資産合計 282,095 527,448

 資産合計 1,030,279 1,614,689
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2024年10月31日)

当連結会計年度
(2025年10月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 126,765 303,257

  短期借入金 ※１  100,000 ※１  157,499

  １年内返済予定の長期借入金 47,095 130,456

  未払金 19,011 57,562

  未払費用 11,114 21,683

  未払法人税等 7,602 46,844

  未払消費税等 29,953 4,125

  前受金 19,699 81,636

  預り金 48,953 52,290

  その他 971 1,153

  流動負債合計 411,167 856,508

 固定負債   

  長期借入金 114,513 251,225

  固定負債合計 114,513 251,225

 負債合計 525,680 1,107,734

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 148,331 152,441

  資本剰余金 147,331 151,441

  利益剰余金 173,216 177,045

  自己株式 ― △58

  株主資本合計 468,879 480,868

 非支配株主持分 35,719 26,085

 純資産合計 504,599 506,954

負債純資産合計 1,030,279 1,614,689
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2023年11月１日
　至 2024年10月31日)

当連結会計年度
(自 2024年11月１日
　至 2025年10月31日)

売上高 ※１  2,260,874 ※１  2,843,521

売上原価 1,655,805 2,029,538

売上総利益 605,069 813,983

販売費及び一般管理費 ※２,※３  588,357 ※２,※３  795,327

営業利益 16,712 18,655

営業外収益   

 受取利息 45 576

 受取配当金 ― 1

 保険解約返戻金 49 7,237

 為替差益 ― 283

 還付加算金 215 ―

 債務免除益 ― 3,807

 その他 27 659

 営業外収益合計 339 12,564

営業外費用   

 支払利息 2,206 5,300

 為替差損 998 ―

 雑損失 ― 818

 その他 27 314

 営業外費用合計 3,232 6,433

経常利益 13,819 24,786

特別利益   

 固定資産売却益 ※４  ― ※４  271

 特別利益合計 ― 271

特別損失   

 固定資産売却損 ※５  45 ※５  ―

 特別損失合計 45 ―

税金等調整前当期純利益 13,773 25,058

法人税、住民税及び事業税 16,390 49,806

法人税等調整額 4,721 △18,942

法人税等合計 21,111 30,863

当期純損失（△） △7,338 △5,804

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に
帰属する当期純損失（△）

11,872 △9,634

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
帰属する当期純損失（△）

△19,210 3,829
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【連結包括利益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2023年11月１日
　至 2024年10月31日)

当連結会計年度
(自 2024年11月１日
　至 2025年10月31日)

当期純損失（△） △7,338 △5,804

包括利益 △7,338 △5,804

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 △19,210 3,829

 非支配株主に係る包括利益 11,872 △9,634
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　2023年11月１日　至　2024年10月31日)

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 147,139 146,139 192,427 ― 485,707

当期変動額      

新株の発行（新株予

約権の行使）
1,191 1,191   2,383

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
  △19,210  △19,210

自己株式の取得    ― ―

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     

当期変動額合計 1,191 1,191 △19,210 ― △16,827

当期末残高 148,331 147,331 173,216 ― 468,879
 

 

 
非支配

株主持分
純資産合計

当期首残高 1,687 487,394

当期変動額   

新株の発行（新株予

約権の行使）
 2,383

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
 △19,210

自己株式の取得  ―

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

34,032 34,032

当期変動額合計 34,032 17,204

当期末残高 35,719 504,599
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当連結会計年度(自　2024年11月１日　至　2025年10月31日)

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 148,331 147,331 173,216 ― 468,879

当期変動額      

新株の発行（新株予

約権の行使）
4,109 4,109   8,219

親会社株主に帰属す

る当期純利益
  3,829  3,829

自己株式の取得    △58 △58

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     

当期変動額合計 4,109 4,109 3,829 △58 11,989

当期末残高 152,441 151,441 177,045 △58 480,868
 

 

 
非支配

株主持分
純資産合計

当期首残高 35,719 504,599

当期変動額   

新株の発行（新株予

約権の行使）
 8,219

親会社株主に帰属す

る当期純利益
 3,829

自己株式の取得  △58

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

△9,634 △9,634

当期変動額合計 △9,634 2,355

当期末残高 26,085 506,954
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2023年11月１日
　至 2024年10月31日)

当連結会計年度
(自 2024年11月１日
　至 2025年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 13,773 25,058

 減価償却費 17,429 27,245

 のれん償却額 20,854 22,776

 貸倒引当金の増減額（△は減少） ― 12,718

 受取利息及び受取配当金 △45 △577

 支払利息 2,206 5,300

 固定資産売却損益（△は益） 45 △271

 売上債権の増減額（△は増加） 80,456 △131,302

 棚卸資産の増減額（△は増加） 3,265 △17,371

 仕入債務の増減額（△は減少） △50,547 173,217

 未払金の増減額（△は減少） △2,805 28,944

 未払費用の増減額（△は減少） △617 5,810

 前受金の増減額（△は減少） △9,982 61,936

 未払又は未収消費税等の増減額 3,461 △41,398

 長期前払費用の増減額（△は増加） 18,336 21,106

 その他 20,062 △52,075

 小計 115,891 141,117

 利息及び配当金の受取額 45 577

 利息の支払額 △2,206 △5,300

 法人税等の還付額 43,248 ―

 法人税等の支払額 △14,881 △11,367

 営業活動によるキャッシュ・フロー 142,097 125,027

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △4,733 △84,507

 有形固定資産の売却による収入 0 271

 無形固定資産の取得による支出 △9,144 △56,504

 投資有価証券の取得による支出 ― △2,999

 敷金及び保証金の差入による支出 △470 △55,113

 敷金及び保証金の回収による収入 ― 8,948

 長期前払費用の取得による支出 ― △3

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

※２  7,750 ※２  3,102

 投資活動によるキャッシュ・フロー △6,597 △186,806

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 ― 70,000

 短期借入金の返済による支出 ― △12,501

 長期借入れによる収入 ― 300,000

 長期借入金の返済による支出 △47,095 △176,305

 新株予約権の行使による株式の発行による収入 2,383 8,219

 自己株式の取得による支出 ― △58

 財務活動によるキャッシュ・フロー △44,712 189,353

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 90,787 127,573

現金及び現金同等物の期首残高 268,511 359,299

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  359,299 ※１  486,873
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

全ての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　3社

連結子会社の名称

株式会社en-zin

配信技術研究所株式会社

株式会社28

当連結会計年度において、株式会社28を現金を対価とする株式取得により子会社とし、連結の範囲に含めてお

ります。

 
２．持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

株式会社en-zinの決算日は7月31日、配信技術研究所株式会社の決算日は１月31日であります。連結財務諸表の作成

にあたっては、10月31日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

　なお、株式会社28の決算日は連結決算日と一致しております。

 

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

商品　　総平均法

仕掛品　　個別法

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年

４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　３～15年

工具、器具及び備品　　　２～15年

車両運搬具　　　　　　　　　４年

 
②　無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、主な償却年数は次のとおりであります。

ソフトウエア（自社利用分）　３～５年（社内における利用可能期間）
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(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 
(4) 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりでありま

す。

①　eスポーツ・イベントサービス

　当社設立当時からのサービスであり、ゲームメーカーをはじめとしたクライアントに対し、eスポーツイベントの

企画・運営を行っております。

　収益構造としては、eスポーツイベントの制作及びeスポーツ施設の運営・設計・機材調達等を、クライアントか

ら直接、もしくは広告代理店を介して受託し、イベント制作費や施設設計・運営費を収受しており、イベント終了

時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。

 

②　エージェンシーサービス

　エージェンシーサービスは、クライアント企業に対してゲームに関する様々なマーケティング・ソリューション

の提供を行うことを目的としたサービスであり、ソリューションを拡充しながら新規市場の開拓を目指しておりま

す。

　収益構造としては、ゲームイベントに対するスポンサー料と、インフルエンサーマーケティングやキャスティン

グ、SNSマーケティング、コミュニティマーケティング、スポンサー仲介の委託料となっており、スポンサー料及び

委託料は、契約上の条件が履行された時点をもって履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識してお

ります。

 

(5) のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却については、５～10年間の定額法により償却をしております。

 
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

 

(重要な会計上の見積り)

のれんの評価

(1)　当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

 

 
前連結会計年度
(2024年10月31日)

当連結会計年度
(2025年10月31日)

のれん 135,803千円 119,390千円
 

 

(2)　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

企業結合により取得したのれんは、被取得企業の今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力とし

て、取得原価と被取得企業の識別可能資産及び負債の企業結合日時点の時価との差額で計上し、その効果の及ぶ

期間にわたって、定額法により規則的に償却しております。

資産又は資産グループから得られる営業損益や将来の事業計画を用いて減損の兆候の有無を判定しておりま

す。減損の兆候がある場合には減損損失を認識するかどうかの判定を行っておりますが、当連結会計年度におい

ては、上記ののれんについて、減損の兆候はありません。

減損の兆候の把握に用いた事業計画には、将来の事業環境の予測が含まれており、見積りの不確実性がありま

す。見積りの前提条件や事業環境等に変化が見られた場合には、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において重

要な影響を与える可能性があります。
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(会計方針の変更)

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日）、「包括利益の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第25号　2022年10月28日）及び、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日）を当連結会計年度の期首から適用しております。これによる連

結財務諸表への影響はありません。

 

(未適用の会計基準等)

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準委員

会）等

 
(1）概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全ての

リースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討

が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定め

を採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定め

を個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナン

ス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価

償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

 
(2）適用予定日

2028年10月期の期首から適用します。

 
(3）当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま

す。

 
(連結貸借対照表関係)

※１ 当座貸越契約

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。当該契

約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度
(2024年10月31日)

当連結会計年度
(2025年10月31日)

当座貸越極度額 150,000千円 350,000千円

借入実行残高 ―　〃 20,000　〃

差引額 150,000千円 330,000千円
 

 

(連結損益計算書関係)

※１ 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との

契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) １．顧客との契約から生じる収益を分解し

た情報」に記載しております。
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※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)

当連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)

役員報酬 80,796千円 97,794千円

給料及び手当 150,786 〃 205,619 〃

地代家賃 79,493 〃 97,435 〃

減価償却費 17,429 〃 24,363 〃

のれん償却額 20,854 〃 22,776 〃

貸倒引当金繰入額 ― 〃 13,585 〃
 

 
※３　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)

当連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)

 10,463千円 13,002千円
 

 
※４　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)

当連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)

工具、器具及び備品 ―千円 271千円
 

 
※５　固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)

当連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)

工具、器具及び備品 45千円 ―千円
 

 
(連結包括利益計算書関係)

該当事項はありません。

 
(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2023年11月１日 至 2024年10月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 2,724,998 11,194 ― 2,736,192
 

 （変動事由の概要）

新株の発行（新株予約権の行使）　　 11,194株

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。
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３．新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社

第１回ストック・オプション
としての新株予約権

普通株式 ― ― ― ― (注)１

第２回ストック・オプション
としての新株予約権

普通株式 ― ― ― ― (注)２

第３回ストック・オプション
としての新株予約権

普通株式 ― ― ― ― (注)３

合計 ― ― ― ― ―
 

　(注)１.当社はストック・オプション付与日時点において未公開会社であり、付与時の単価当たりの本源的価値は０

円であるため、当連結会計年度末残高はありません。

 ２.当社はストック・オプション付与日時点において未公開会社であり、付与時の単価当たりの本源的価値は０

円であるため、当連結会計年度末残高はありません。

 ３.当社はストック・オプション付与日時点において未公開会社であり、付与時の単価当たりの本源的価値は０

円であるため、当連結会計年度末残高はありません。

 
４．配当に関する事項

該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自 2024年11月１日 至 2025年10月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 2,736,192 39,741 ― 2,775,933
 

 （変動事由の概要）

新株の発行（新株予約権の行使）　　 39,741株

 

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 0 61 ― 61
 

（変動事由の概要）

単元未満株式の買取りによる増加　　 　　61株
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３．新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社

第１回ストック・オプション
としての新株予約権

普通株式 ― ― ― ― (注)１

第２回ストック・オプション
としての新株予約権

普通株式 ― ― ― ― (注)２

第３回ストック・オプション
としての新株予約権

普通株式 ― ― ― ― (注)３

合計 ― ― ― ― ―
 

　(注)１.当社はストック・オプション付与日時点において未公開会社であり、付与時の単価当たりの本源的価値は０

円であるため、当連結会計年度末残高はありません。

 ２.当社はストック・オプション付与日時点において未公開会社であり、付与時の単価当たりの本源的価値は０

円であるため、当連結会計年度末残高はありません。

 ３.当社はストック・オプション付与日時点において未公開会社であり、付与時の単価当たりの本源的価値は０

円であるため、当連結会計年度末残高はありません。

 
４．配当に関する事項

該当事項はありません。

 
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま

す。

 

 
前連結会計年度

(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)

当連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)

現金及び預金 359,299千円 486,873千円

現金及び現金同等物 359,299千円 486,873千円
 

 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

　前連結会計年度(自 2023年11月１日　至2024年10月31日)

 　　株式の取得により新たに配信技術研究所株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並

びに株式の取得価額と株式会社28取得のための支出（純額）との関係は次のとおりであります。

流動資産 50,707 千円

固定資産 1,785 〃

のれん 8,568 〃

流動負債 △8,075 〃

非支配株主持分 △22,159 〃

株式の取得価額 30,826 千円

新規連結子会社への第三者割当増資の引受 △30,826 〃

現金及び現金同等物 △7,750 〃

差引：連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(△は収入) △7,750 千円
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当連結会計年度(自 2024年11月１日　至2025年10月31日)

 　　株式の取得により新たに株式会社28を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取

得価額と株式会社28取得のための収入（純額）との関係は次のとおりであります。

流動資産 53,127 千円

固定資産 83,961 〃

のれん 6,362 〃

流動負債 △44,773 〃

固定負債 △72,679 〃

株式の取得価額 26,000 千円

現金及び現金同等物 △29,102 〃

差引：連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(△は収入) △3,102 千円
 

 
(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループはeスポーツを文化とするために必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余剰資

金は安全性の高い短期的な銀行預金等に限定して運用しております。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

(a) 売掛金　

営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従

い、財務経理部が取引先ごとの期日管理を行うとともに、回収遅延のおそれがあるときは各部署と連絡を取り、

速やかに適切な処理を行っています。

(b) 買掛金、前受金及び借入金

営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日であります。前受金は、役務提供前に顧客から受け取った金銭

であり、収益の認識に伴い取り崩されます。借入金は、主に事業投資や事業運営に必要な資金の調達を目的とし

たものであります。

営業債務及び借入金は、資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）に晒さ

れておりますが、各部署からの報告に基づき、財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することにより、流

動性リスクを管理しております。

 

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ

ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することもあります。

 

 
２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、「現金及び預金」、

「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」、「前受金」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することか

ら、注記を省略しております。

 

前連結会計年度(2024年10月31日)

 
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

長期借入金(※１) 161,609 158,655 △2,953

負債計 161,609 158,655 △2,953
 

(※１) 長期借入金には、１年以内返済予定分を含めております。

 

当連結会計年度(2025年10月31日)
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連結貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

長期借入金(※１) 381,682 376,689 △4,992

負債計 381,682 376,689 △4,992
 

(※１) 長期借入金には、１年以内返済予定分を含めております。

 

(注１)　金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2024年10月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 359,299 ― ― ―

売掛金 326,328 ― ― ―

合計 685,627 ― ― ―
 

 
当連結会計年度(2025年10月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 486,873 ― ― ―

売掛金 484,925 ― ― ―

合計 971,798 ― ― ―
 

 
(注２)　社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(2024年10月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 47,095 43,171 40,449 7,691 7,099 16,100

合計 47,095 43,171 40,449 7,691 7,099 16,100
 

 

当連結会計年度(2025年10月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 130,456 129,503 76,540 20,268 15,512 9,400

合計 130,456 129,503 76,540 20,268 15,512 9,400
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類し

ております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度(2024年10月31日)

該当事項はありません。

 

当連結会計年度(2025年10月31日)

該当事項はありません。

 

 

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度(2024年10月31日)

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 ― 158,655 ― 158,655

負債計 ― 158,655 ― 158,655
 

 
当連結会計年度(2025年10月31日)

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 ― 376,689 ― 376,689

負債計 ― 376,689 ― 376,689
 

(注)　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期借入金

長期借入金の時価は、変動金利によるものは、短期間で市場金利が反映されるため、時価は帳簿価額と近似

することから、当該帳簿価額を時価によっており、レベル２の時価に分類しております。また、固定金利に

よるものは、元利金の合計額を同様の新規借入等を行った場合に想定される利率を基に、割引現在価値法に

より算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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(ストック・オプション等関係)

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

 
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

決議年月日 2020年７月30日 2021年１月30日 2021年10月30日

付与対象者の区分及び人
数(名)

当社従業員 ４名
当社代表取締役　１名
当社従業員 １名

当社従業員 45名

株式の種類別のストッ
ク・オプションの数
(株)　(注)

普通株式　75,000株 普通株式　32,500株 普通株式　41,500株

付与日 2020年７月30日 2021年２月26日 2021年10月30日

権利確定条件

①権利行使時において
も、当社または当社子会
社の取締役、従業員の地
位にあることを要する。
②その他の条件について
は、当社と新株予約権の
割当てを受けた者との間
で締結した「新株予約権
割当契約」で定めるとこ
ろによる。
③権利行使条件について
は、「第一部　企業情
報　第４　提出会社の状
況 　１ ． 株 式 の 状 況
（2）新株予約権等の状
況」に記載のとおりであ
ります。

同左 同左

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあ
りません。

同左 同左

権利行使期間
2022年11月１日～
2030年７月30日

2023年３月１日～
2031年１月30日

2023年11月１日～
2031年10月30日

 

(注)　株式数に換算して記載しております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度（2025年10月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション

の数については、株式数に換算して記載しております。

① ストック・オプションの数

 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

権利確定前(株)    

 前連結会計年度末 ― ― ―

 付与 ― ― ―

 失効 ― ― ―

 権利確定 ― ― ―

 未確定残 ― ― ―

権利確定後(株)    

 前連結会計年度末 33,335 25,000 28,169

 権利確定 ― ― ―

 権利行使 25,001 9,375 5,365

 失効 ― ― 4,802

 未行使残 8,334 15,625 18,002
 

 
② 単価情報

 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

権利行使価格(円) 80 320 600

行使時平均株価(円) 1,337 982 1,106

付与日における公正な評
価単価(円)

― ― ―
 

 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

単位当たりの本源的価値の見積方法は、同社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法で算定しており、同

社株式の評価方法は、類似会社比準法とDCF法の折衷法に基づく方式によっております。

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用してお

ります。

 
５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値

の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合

計額

当連結会計年度末における本源的価値の合計額 18,485千円

当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの

権利行使日における本源的価値の合計額
40,349千円
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

  
前連結会計年度
(2024年10月31日)

 
当連結会計年度
(2025年10月31日)

繰延税金資産     
　減価償却超過額  106千円 557千円

　貸倒引当金  999 〃 6,355 〃

　資産除去債務  2,669 〃 2,605 〃

　未払事業税  3,404 〃 3,542 〃

未払金  ― 〃 7,914 〃

未払賞与  ― 〃 2,714 〃

　税務上の繰越欠損金  2,550 〃 17,652 〃

　その他  297 〃 2,352 〃

繰延税金資産小計  10,027千円 43,695千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額  △2,550千円 △17,646千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △6,210千円 △5,839千円

評価性引当額小計  △8,761千円 △23,486千円

繰延税金資産合計  1,266千円 20,209千円

繰延税金資産の純額  1,266千円 20,209千円
 

（注）1．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2024年10月31日）

 １年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超 合計

税務上の繰越欠損金（a） ― ― ― ― ― 2,550 2,550 千円

評価性引当額 ― ― ― ― ― △2,550 △2,550  〃

繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― （b） ―  〃　
 

（a） 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

（b） 税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みを考慮した結果、回収不能と判断し全額評価性引当額

を認識しております。

 
当連結会計年度（2025年10月31日）

 １年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超 合計

税務上の繰越欠損金（a） ― ― ― ― ― 17,652 17,652 千円

評価性引当額 ― ― ― ― ― △17,646 △17,646  〃

繰延税金資産 ― ― ― ― ― 6 （b） 6  〃　
 

（a） 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

（b） 税務上の繰越欠損金17,652千円（法定実効税率を乗じた額）について、繰延税金資産６千円を計上しておりま

す。

当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評

価性引当額を認識しておりません。
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 

 
前連結会計年度
(2024年10月31日)

 
当連結会計年度
(2025年10月31日)

法定実効税率 30.6％ 30.6％

（調整）    
のれん償却額 46.5％ 27.8％

住民税均等割等 4.7％ 3.8％

評価性引当額の増減 64.3％ 62.6％

連結子会社の税率差異 0.8％ △7.1％

交際費 10.2％ 7.8％

その他 △3.4％ △2.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 153.7％ 123.2％
 

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに伴い、

2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴

い、2026年４月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負

債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。なお、この税率変更による影響は軽

微であります。

 
(企業結合等関係)

１．企業結合に係る暫定的な会計処理の確定

2024年７月31日をみなし取得日として行われた配信技術研究所株式会社との企業結合について前連結会計年度にお

いて暫定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度に確定しております。

この暫定的な会計処理の確定による連結財務諸表への影響はありません。

 

２．取得による企業結合

(1)企業結合の概要

①被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　株式会社28

事業の内容　　　　デザイン・Web広告制作、システムアプリ開発、スタジオ運営

 

②企業結合を行った主な理由

株式会社28は、グラフィックやWeb・映像制作・撮影・コピーライティングなどのデザイン事業、戦略的なブラ

ンディングなどの各種企画や設計支援・コンサル支援・アプリ開発・システム構築などのシステムデザイン事

業、スタジオ運営などのフィットネス事業など、幅広い事業を手がけております。

当社が事業拡大を目指すマーケティング領域においてデザインの体制強化を行うことは、提供するサービスの

スピード、量、クオリティなど価値を高めることに繋がります。この度の株式会社28の子会社化により、マーケ

ティング事業の成長スピードを速める事が見込め、当社グループの更なる発展に資すると判断し、株式取得を決

定いたしました。

 
③企業結合日

株式取得日　　2025年２月28日

みなし取得日　2025年４月30日

 
④企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

 
⑤結合後企業の名称
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変更ありません。

 
⑥取得した議決権比率

100.0％

 
⑦取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得するものであります。

 
(2)連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

2025年５月１日から2025年10月31日まで

 
(3)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金 26,000千円

取得原価  26,000千円
 

 
(4)主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリーに対する報酬・手数料等　2,910千円

 
(5)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

①発生したのれんの金額

6,362千円

なお、上記の金額は、当連結会計年度末において、企業結合日における識別可能な資産及び負債の特定並びに

時価の算定が未了であり、取得原価の配分が完了していないため、連結財務諸表作成時点において入手可能な合

理的情報に基づき暫定的な会計処理を行っております。

 
②発生原因

主として今後の事業展開により期待される将来の超過収益力によるものであります。

 
③償却方法及び償却期間

５年間にわたる均等償却

 
 (6)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 53,127千円

固定資産 83,961千円

資産合計 137,089千円

流動負債 44,773千円

固定負債 72,679千円

負債合計 117,452千円
 

 
(7)企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影

響の概算額及びその算定方法

重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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(収益認識関係)

１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 前連結会計年度

(自 2023年11月１日

　至 2024年10月31日)

当連結会計年度

(自 2024年11月１日

　至 2025年10月31日)

eスポーツ・イベントサービス 1,301,199千円 1,614,302千円

エージェンシーサービス 959,675千円 1,170,559千円

その他 ― 58,658千円

合計 2,260,874千円 2,843,521千円
 

(注)　顧客との契約から生じる収益を分解した情報を「クライアントワークサービス」、「ブランドプロ

デュースサービス」に区分しておりましたが、当連結会計期間より「eスポーツ・イベントサービス」、「エー

ジェンシーサービス」、「その他」へ変更しております。この変更に伴い、前連結会計年度の顧客との契約か

ら生じる収益を分解した情報も変更後の区分で記載しております。

 
２. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項（連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項） ４．会計方針に関する事項（4）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

 
３. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度

末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

 
（１）顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等

（単位：千円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 394,628 326,328

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 326,328 484,925

契約負債（期首残高） 29,682 19,699

契約負債（期末残高） 19,699 81,636
 

連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は「売掛金」に含まれており、契約負債は「前受金」

に含まれております。また、前連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首の契約負債残高に含まれていた

金額は、29,035千円であります。当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首の契約負債残高に含まれて

いた金額は、13,742千円であります。

 
（２）残存履行義務に配分した取引価格

　当社グループでは、当初に予想される契約期間が１年超の重要な契約がないため、実務上の便法を使用し、

残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループはeスポーツ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 
【関連情報】

前連結会計年度(自　2023年11月１日　至　2024年10月31日)

１. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略

しております。

 

２. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

 

３. 主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略してお

ります。

 
当連結会計年度(自　2024年11月１日　至　2025年10月31日)

１. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略

しております。

 

２. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

 

３. 主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略してお

ります。

 
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

 該当事項はありません。

 
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当社グループはeスポーツ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等

前連結会計年度(自 2023年11月１日 至 2024年10月31日)

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社
株式会社

カヤック

神奈川県

鎌倉市
900,238 コンテンツ

(被所有)

直接52.2
債務被保証
業務の受託

賃貸借契約

に対する債

務 被 保 証

（注１）

― ― ―

業務の受託

（注２）
14,687 売掛金 ―

 

(注) １. 当社グループの不動産賃貸借契約に対して債務保証を受けており、当連結会計年度に支払った賃借料は

40,023千円であります。また、保証料の支払いは行っておりません。

　　 ２．取引条件ないし取引条件の決定方針については他の取引先と同様であります。

 

当連結会計年度(自 2024年11月１日 至 2025年10月31日)

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社
株式会社

カヤック

神奈川県

鎌倉市
900,238 コンテンツ

(被所有)

直接51.4
債務被保証
業務の受託

賃貸借契約

に対する債

務 被 保 証

（注１）

― ― ―

業務の受託

（注２）
7,530 売掛金 44

 

(注) １. 当社グループの不動産賃貸借契約に対して債務保証を受けており、当連結会計年度に支払った賃借料は

32,061千円であります。また、保証料の支払いは行っておりません。なお、本社移転に伴い当該賃貸借契約

に対する債務被保証は解消しております。

　　 ２．取引条件ないし取引条件の決定方針については他の取引先と同様であります。

 

(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

該当事項はありません。

 
(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

該当事項はありません。

 

(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

該当事項はありません。

 

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

 
 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

株式会社カヤック(東京証券取引所に上場)

 
(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

 

 
前連結会計年度

(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)

当連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)

１株当たり純資産額 171.36円 173.23円

１株当たり当期純利益又は１株当た
り当期純損失（△）

△7.02円 1.38円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

―円 1.36円
 

(注) １．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当た

り当期純損失であるため、記載しておりません。　

２．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)

当連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失
（△）

  

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株
主に帰属する当期純損失（△）(千円)

△19,210 3,829

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利
益又は普通株式に係る親会社株主に帰属する当
期純損失（△）(千円)

△19,210 3,829

普通株式の期中平均株式数(株) 2,734,650 2,767,975

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) ― 3,829

普通株式増加数（株） ― 41,961

（うち新株予約権（株）） （―） (41,961)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株
式の概要

2020年７月30日開催の株主総
会において決議された第１回
新株予約権（新株予約権の数
33,335株）
2021年１月30日開催の株主総
会において決議された第２回
新株予約権（新株予約権の数
25,000株）
2021年10月30日開催の株主総
会において決議された第３回
新株予約権（新株予約権の数
28,169株）

2020年７月30日開催の株主総
会において決議された第１回
新株予約権（新株予約権の数
8,334株）
2021年１月30日開催の株主総
会において決議された第２回
新株予約権（新株予約権の数
15,625株）
2021年10月30日開催の株主総
会において決議された第３回
新株予約権（新株予約権の数
18,002株）

 

 
３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度末
(2024年10月31日)

当連結会計年度末
(2025年10月31日)

純資産の部の合計額(千円) 504,599 506,954

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 35,719 26,085

(うち非支配株主持分(千円)) (35,719) (26,085)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 468,879 480,868

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数(株)

2,736,192 2,775,872
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 100,000 157,499 0.80 ―

１年内返済予定の長期借入金 47,095 130,456 1.44 ―

長期借入金(１年内返済予定のもの
を除く)

114,513 251,225 1.45
2026年11月１日～
2033年４月30日

合計 261,608 539,181 ― ―
 

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年内返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
 

区分
１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金 129,503 76,540 20,268 15,512
 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会

計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

 
第１四半期
連結累計期間

中間連結会計期間
第３四半期
連結累計期間

当連結会計年度

売上高 (千円) 653,080 1,088,543 1,590,790 2,843,521

税金等調整前四半期（当期）
純利益又は税金等調整前中間
（四半期）純損失（△）

(千円) 1,385 △85,576 △124,903 25,058

親会社株主に帰属する当期純
利益又は親会社株主に帰属す
る中間（四半期）純損失
（△）

(千円) △3,539 △86,974 △124,213 3,829

１株当たり当期純利益又は１
株当たり中間（四半期）純損
失（△）

(円) △1.28 △31.49 △44.91 1.38

 

 
 

第１四半期
連結会計期間

第２四半期
連結会計期間

第３四半期
連結会計期間

第４四半期
連結会計期間

１株当たり四半期純利益
又は１株当たり四半期純損失
（△）

(円) △1.28 △30.21 △13.42 46.29

 

（注）第１四半期及び第３四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第１四半期及び第３四半期に係る各数

値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューは受けておりませ

ん。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2024年10月31日)
当事業年度

(2025年10月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 299,434 365,187

  売掛金 ※１  287,320 ※１  411,703

  商品 3 3

  仕掛品 15,537 29,912

  前渡金 13,298 39,960

  前払費用 34,117 27,922

  １年内回収予定の関係会社長期貸付金 ※１  1,989 ※１  1,999

  その他 ※１  693 ※１  9,281

  貸倒引当金 △2,446 ―

  流動資産合計 649,947 885,970

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 37,618 81,828

    減価償却累計額 △21,950 △19,539

    建物（純額） 15,667 62,289

   工具、器具及び備品 89,582 93,439

    減価償却累計額 △77,937 △67,405

    工具、器具及び備品（純額） 11,644 26,033

   車両運搬具 2,967 2,967

    減価償却累計額 △2,596 △2,967

    車両運搬具（純額） 370 0

   有形固定資産合計 27,682 88,323

  無形固定資産   

   のれん 127,663 107,236

   ソフトウエア 9,649 5,564

   無形固定資産合計 137,313 112,801

  投資その他の資産   

   関係会社株式 31,726 60,636

   関係会社長期貸付金 ※１  6,029 ※１  114,030

   敷金 42,998 92,128

   長期前払費用 54,370 33,334

   繰延税金資産 ― 18,876

   その他 818 34,899

   貸倒引当金 △818 △15,950

   投資その他の資産合計 135,125 337,955

  固定資産合計 300,121 539,080

 資産合計 950,068 1,425,051
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2024年10月31日)
当事業年度

(2025年10月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 ※１  105,976 ※１  265,315

  短期借入金 ※２  100,000 ※２  157,499

  １年内返済予定の長期借入金 47,095 106,756

  未払金 ※１  12,058 ※１  38,631

  未払費用 11,114 19,894

  未払法人税等 5,961 34,740

  未払消費税等 29,330 ―

  前受金 19,699 79,870

  預り金 47,311 47,152

  その他 971 1,153

  流動負債合計 379,520 751,012

 固定負債   

  長期借入金 114,513 190,396

  固定負債合計 114,513 190,396

 負債合計 494,033 941,409

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 148,331 152,441

  資本剰余金   

   資本準備金 147,331 151,441

   資本剰余金合計 147,331 151,441

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 160,372 179,818

   利益剰余金合計 160,372 179,818

  自己株式 ― △58

  株主資本合計 456,035 483,641

 純資産合計 456,035 483,641

負債純資産合計 950,068 1,425,051
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② 【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 2023年11月１日
　至 2024年10月31日)

当事業年度
(自 2024年11月１日
　至 2025年10月31日)

売上高 2,104,633 2,542,201

売上原価 1,567,540 1,859,655

売上総利益 537,093 682,545

販売費及び一般管理費 ※２  556,826 ※２  647,344

営業利益又は営業損失（△） △19,733 35,201

営業外収益   

 受取利息 ※１  80 ※１  709

 保険解約返戻金 49 ―

 為替差益 ― 283

 還付加算金 215 ―

 雑収入 ― 525

 その他 27 73

 営業外収益合計 373 1,593

営業外費用   

 支払利息 2,206 4,601

 為替差損 998 ―

 雑損失 ― 818

 その他 27 43

 営業外費用合計 3,232 5,463

経常利益又は経常損失（△） △22,591 31,331

特別利益   

 固定資産売却益 ※３  ― ※３  271

 特別利益合計 ― 271

特別損失   

 固定資産売却損 ※４  45 ※４  ―

 特別損失合計 45 ―

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △22,637 31,603

法人税、住民税及び事業税 2,271 31,033

法人税等調整額 5,899 △18,876

法人税等合計 8,171 12,156

当期純利益又は当期純損失（△） △30,808 19,446
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【売上原価明細書】

 

  
前事業年度

(自　2023年11月１日
至　2024年10月31日)

当事業年度
(自　2024年11月１日
至　2025年10月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ　労務費  208,599 13.3 174,884 9.3

Ⅱ　経費 ※１ 1,355,713 86.7 1,699,145 90.7

　　当期総製造費用  1,564,312 100.0 1,874,030 100.0

　　仕掛品期首棚卸高  18,765  15,537  

合計  1,583,078  1,889,567  

　　仕掛品期末棚卸高  15,537  29,912  

　　当期売上原価  1,567,540  1,859,655  
 

 

(注)　※１　主な内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

外注費 1,280,476 1,636,097

旅費交通費 52,111 36,909
 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
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③ 【株主資本等変動計算書】

　前事業年度(自　2023年11月１日　至　2024年10月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

純資産

合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本準備金
資本剰余金

合計

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 147,139 146,139 146,139 191,180 191,180 ― 484,460 484,460

当期変動額         

新株の発行（新株予

約権の行使）
1,191 1,191 1,191    2,383 2,383

当期純損失（△）    △30,808 △30,808  △30,808 △30,808

自己株式の取得      ― ― ―

当期変動額合計 1,191 1,191 1,191 △30,808 △30,808 ― △28,425 △28,425

当期末残高 148,331 147,331 147,331 160,372 160,372 ― 456,035 456,035
 

 

　当事業年度(自　2024年11月１日　至　2025年10月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

純資産

合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本準備金
資本剰余金

合計

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 148,331 147,331 147,331 160,372 160,372 ― 456,035 456,035

当期変動額         

新株の発行（新株予

約権の行使）
4,109 4,109 4,109    8,219 8,219

当期純利益    19,446 19,446  19,446 19,446

自己株式の取得      △58 △58 △58

当期変動額合計 4,109 4,109 4,109 19,446 19,446 △58 27,606 27,606

当期末残高 152,441 151,441 151,441 179,818 179,818 △58 483,641 483,641
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１. 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式

移動平均法による原価法

 
２. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有する棚卸資産

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

(１) 商品

総平均法

(２) 仕掛品

個別法

 
３. 固定資産の減価償却の方法

(１) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　　３～15年

工具、器具及び備品　　　　２～15年

車両運搬具　　　　　　　　　　４年

 
(２) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、主な償却年数は次のとおりであります。

のれん　　　　　　　　　　　　10年

ソフトウエア（自社利用分）３～５年（社内における利用可能期間）

 
４. 引当金の計上基準

　貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 
５. 収益及び費用の計上基準

当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。

（１）eスポーツ・イベントサービス

当社設立当時からのサービスであり、ゲームメーカーをはじめとしたクライアントに対し、eスポーツイベント

の企画・運営を行っております。

収益構造としては、eスポーツイベントの制作及びeスポーツ施設の運営・設計・機材調達等を、クライアント

から直接、もしくは広告代理店を介して受託し、イベント制作費や施設設計・運営費を収受しており、イベント

終了時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
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（２）エージェンシーサービス

エージェンシーサービスは、eスポーツの新たな価値を創造するサービスやコンテンツを企画・開発することを

目的として、2024年10月期よりサービスを開始しております。eスポーツを他分野の領域とかけあわせたイベント

を企画・運営、他業種のパートナーと組んで新規プロジェクトを立ち上げるなど新規市場の開拓を目指しており

ます。

収益構造としては、大部分がeスポーツイベントに対するスポンサー料と、スポンサー仲介の委託料となってお

り、スポンサー料及び委託料は、契約上の条件が履行された時点をもって履行義務が充足されると判断し、当該

時点で収益を認識しております。

 
(重要な会計上の見積り)

１．のれんの評価

（１）当事業年度の財務諸表に計上した金額

 

 
前事業年度

(2024年10月31日)
当事業年度

(2025年10月31日)

のれん 127,663千円 107,236千円
 

 

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

企業結合により取得したのれんは、被取得企業の今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力とし

て、取得原価と被取得企業の識別可能資産及び負債の企業結合日時点の時価との差額で計上し、その効果の及ぶ

期間にわたって、定額法により規則的に償却しております。

資産または資産グループから得られる営業損益を用いて減損の兆候の有無を判定しております。減損の兆候が

ある場合には減損損失を認識するかどうかの判定を行っておりますが、当事業年度においては、上記ののれんに

ついて、減損の兆候はありません。

減損の兆候の把握に用いた事業計画には、将来の事業環境の予測が含まれており、見積りの不確実性がありま

す。見積りの前提条件や事業環境等に変化が見られた場合には、翌事業年度以降の財務諸表において重要な影響

を与える可能性があります。

 
２．関係会社投融資の評価

（１）当事業年度の財務諸表に計上した金額

 
前事業年度

(2024年10月31日)
当事業年度

(2025年10月31日)

関係会社株式 31,726千円 60,636千円

１年内回収予定の関係会社長期貸付金 1,989千円 1,999千円

関係会社長期貸付金 6,029千円 114,030千円
 

 
（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　市場価格のない関係会社株式は、取得価額をもって貸借対照表価額とし、 当該関係会社の財政状態の悪化によ

り実質価額が著しく低下したと認められる場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除

き、 実質価額まで減損処理する方針としております。また、関係会社の貸付金については、関係会社の支払能

力、将来の事業計画等に応じて回収不能見込額を貸倒引当金として計上する方針としております。

　以上の方針に従い、関係会社株式を評価した結果、一部の関係会社株式につきましては、実質価額は著しく低

下しているものの、将来の事業計画に基づいて取得原価まで回復することが見込まれることから、評価損を計上

しておりません。また、関係会社長期貸付金について、関係会社の支払能力、将来の事業計画等を総合的に勘案

した結果、貸倒引当金を計上しておりません。

　株式の実質価額の回復可能性、貸付金の回収可能性等の判定に用いた事業計画には、将来の事業環境の予測が

含まれており、見積りの不確実性があります。見積りの前提条件や事業環境等に変化が見られた場合には、翌事

業年度以降の財務諸表において重要な影響を与える可能性があります。
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(会計方針の変更)

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日）、「包括利益の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第25号　2022年10月28日）及び、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日）を当事業年度の期首から適用しております。これによる財務諸

表への影響はありません。

 
(貸借対照表関係)

※１ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

 
 

前事業年度
(2024年10月31日)

当事業年度
(2025年10月31日)

関係会社に対する短期金銭債権 4,552千円 2,554千円

関係会社に対する長期金銭債権 6,029千円 114,030千円

関係会社に対する短期金銭債務 1,343千円 44,899千円
 

 
※２ 当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づ

く借入実行残高は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(2024年10月31日)
当事業年度

(2025年10月31日)

当座貸越極度額 150,000千円 350,000千円

借入実行残高 ― 〃  20,000 〃

差引額 150,000千円 330,000千円
 

 

(損益計算書関係)

※１ 各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)

当事業年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)

受取利息 45千円 278千円
 

 
※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度1.2％、当事業年度2.8％、一般管理費に属する費用のおおよそ

の割合は前事業年度98.8％、当事業年度97.2％であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)

当事業年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)

役員報酬 66,046千円 55,170千円

給料及び手当 146,196 〃 179,932 〃

地代家賃 78,513 〃 89,520 〃

減価償却費 17,019 〃 22,441 〃

のれん償却額 20,426 〃 20,426 〃

貸倒引当金繰入額 ― 〃 13,551 〃
 

 
※３　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)

当事業年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)

工具、器具及び備品 ―千円 271千円
 

 
※４　固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
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前事業年度

(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)

当事業年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)

工具、器具及び備品 45千円 ―千円
 

 
(税効果会計関係)

１． 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前事業年度

(2024年10月31日)
 

当事業年度
(2025年10月31日)

繰延税金資産    
　減価償却超過額 106千円 548千円

　貸倒引当金 999 〃 4,883 〃

　資産除去債務 2,669 〃 621 〃

　未払事業税 2,137 〃 2,462 〃

未払金 ― 〃 7,914 〃

未払賞与 ― 〃 2,714 〃

　税務上の繰越欠損金 1,114 〃 ― 〃

　その他 297 〃 353 〃

繰延税金資産小計 7,324千円 19,498千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △1,114千円 ―千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △6,210千円 △621千円

評価性引当額小計 △7,324千円 △621千円

繰延税金資産合計 ― 千円 18,876千円

繰延税金資産の純額 ― 千円 18,876千円
 

 
２． 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

 

 
前事業年度

(2024年10月31日)
 

当事業年度
(2025年10月31日)

法定実効税率 ―％ 30.6％

（調整）    
 のれん償却額 ―％ 19.8％

住民税均等割等 ―％ 1.7％

評価性引当額の増減 ―％ △18.2％

交際費 ―％ 6.2％

その他 ―％ △1.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ―％ 38.5％
 

（注）前事業年度においては、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

 
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに伴い、

2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴

い、2026年４月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負

債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。なお、この税率変更による影響は軽

微であります。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関

係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
または償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産        

  建物 37,618 53,608 9,397 81,828 19,539 6,986 62,289

 工 具 、 器 具 及
び　　
　備品

89,582 25,903 22,046 93,439 67,405 11,514 26,033

　車両運搬具 2,967 ― ― 2,967 2,967 370 0

有形固定資産計 130,167 79,511 31,444 178,235 89,912 18,871 88,323

無形固定資産        

 のれん 204,260 ― ― 204,260 97,023 20,426 107,236

 ソフトウエア 31,817 ― 8,587 23,230 17,665 4,085 5,564

無形固定資産計 236,078 ― 8,587 227,491 114,689 24,511 112,801

長期前払費用 54,370 3 21,039 33,334 ― ― 33,334
 

（注）１．当期増加のうち主なものは、次のとおりであります。

建物  

移転に伴う設備工事等 53,608千円

工具、器具及び備品  

　パソコン等 7,379千円

移転に伴う什器等の取得 18,523千円
 

 
２．当期減少のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品  

移転に伴う備品等の除却又は売却 19,309千円
 

 
【引当金明細表】

 

科目
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 3,265 15,950 3,265 ― 15,950
 

 
(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 毎年11月１日から翌年10月31日まで

定時株主総会 毎事業年度末日から３か月以内

基準日 毎年10月31日

剰余金の配当の基準日
毎年10月31日,
毎年４月30日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

    取扱場所  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

    株主名簿管理人  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社

    取次所 ―

    買取手数料 無料

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告としております。
ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本
経済新聞に掲載しております。
当社の公告掲載URLは次のとおりであります。
https://gloe.jp/

株主に対する特典 なし
 

(注) １．当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができ

　　ない旨、定款に定めております。

(1)会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2)会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

２．2026年１月29日開催予定の第10回定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の

　　件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、事業年度が以下となる予定です。

(1)事業年度　　　　　　　７月１日から６月30日まで

(2)基準日　　　　　　　　６月30日

(3)剰余金の配当の基準日　12月31日、６月30日

なお、第11期事業年度については、2025年11月1日から2026年６月30日までの８ヶ月となります。
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度　第９期(自　2023年11月１日　至　2024年10月31日)　2025年１月29日関東財務局長に提出。

 

(2) 半期報告書及び確認書

事業年度　第10期中(自　2024年11月１日　至　2025年４月30日)　2025年６月13日関東財務局長に提出。

 
(3)内部統制報告書

事業年度　第９期(自　2023年11月１日　至　2024年10月31日)　2025年１月29日関東財務局長に提出。

 
(4)臨時報告書

2025年１月29日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨

時報告書であります。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
 

2026年１月28日

　G　L　O　E　株　式　会　社

取締役会　御中

監査法人Ａ＆Ａパートナーズ
 

東京都中央区
 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 松本　浩幸  
 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 伊藤　宏美  
 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるGLOE株式会社の2024年11月１日から2025年10月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸

表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

GLOE株式会社及び連結子会社の2025年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。なお、前

連結会計年度の連結財務諸表の監査において監査上の主要な検討事項とした「親会社である株式会社カヤックへの売上

高の実在性」については、当連結会計年度においては相対的なリスクの程度が低減したと考えられるため、当連結会計

年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な検討事項としていない。
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のれんの減損の兆候に係る判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

会社は当連結会計年度の連結貸借対照表において、の
れん119,390千円を計上している。
【注記事項】（重要な会計上の見積り）に記載されて
いるとおり、企業結合により取得したのれんは、被取得
企業の今後の事業展開によって期待される将来の超過収
益力として、取得原価と被取得企業の識別可能資産及び
負債の企業結合日時点の時価との差額で計上し、その効
果の及ぶ期間にわたって、定額法により規則的に償却し
ている。また、資産又は資産グループから得られる営業
損益や将来の事業計画を用いて減損の兆候の有無を判定
しているが、会社は、当連結会計年度においては、減損
の兆候はないと判断している。
減損の兆候の判定に用いた事業計画には、事業環境の
予測が含まれており、見積りの不確実性や経営者の判断
を伴うものであることから、当監査法人はのれんの減損
の兆候に係る判断の妥当性が監査上の主要な検討事項に
該当すると判断した。

当監査法人は、のれんの減損の兆候に係る判断の妥当
性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施
した。
・経営者によるのれんの評価に関する内部統制の整備状
況を理解した。評価にあたっては、のれんの減損損失計
上要否の判断に係る統制に焦点を当てた。
・「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、経営者の
実施したグルーピングがのれんを含めて適切に行われて
いるかどうかを検討した。
・経営者が策定した事業計画と当連結会計年度末までの
実績数値との比較及び乖離要因を検討することにより、
経営環境の著しい悪化等を示す状況の有無を検討した。
・経営者が作成した減損の兆候の判定資料について、そ
の基礎データとなる関連資料との照合及び再計算を実施
し、減損の兆候が適切に把握されているかを検討した。

 

 
その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体として連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用

者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に

対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基

づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠

を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査

閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判

断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表

が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利

益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
＜報酬関連情報＞

当監査法人に対する、当連結会計年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の

額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

 
 

(注) １　上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 
2026年１月28日

　G　L　O　E　株　式　会　社

　取締役会　御中

監査法人Ａ＆Ａパートナーズ
 

東京都中央区
 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 松本　浩幸  
 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 伊藤　宏美  
 

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるGLOE株式会社の2024年11月１日から2025年10月31日までの第10期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、GLOE株

式会社の2025年10月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適

正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。なお、前事業年度の財

務諸表の監査において監査上の主要な検討事項とした「親会社である株式会社カヤックへの売上高の実在性」について

は、当事業年度においては相対的なリスクの程度が低減したと考えられるため、当事業年度の財務諸表の監査における

監査上の主要な検討事項としていない。
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のれんの減損の兆候に係る判断の妥当性

会社は当事業年度の貸借対照表において、のれん107,236千円を計上しており、当監査法人はのれんの減損の兆候

に係る判断の妥当性が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

　当監査法人が監査上の主要な検討事項と決定した理由及び監査上の対応は、連結財務諸表の監査報告書に記載さ

れている監査上の主要な検討事項（のれんの減損の兆候に係る判断の妥当性）と同一内容であるため、記載を省略

している。
 

 
関係会社投融資の評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　会社は、当事業年度の貸借対照表において、関係会社

株式60,636千円、１年内回収予定の関係会社長期貸付金

1,999千円及び関係会社長期貸付金114,030千円を計上し

ている。

　また、【注記事項】（重要な会計上の見積り）に記載

のとおり、市場価格のない関係会社株式は、取得価額を

もって貸借対照表価額とし、当該関係会社の財政状態の

悪化により実質価額が著しく低下したと認められる場合

には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場

合を除き、実質価額まで減損処理する方針としている。

また、関係会社貸付金については、関係会社の支払能

力、将来の事業計画等に応じて回収不能見込額を貸倒引

当金として計上する方針としている。

　関係会社株式の実質価額が著しく低下したと認められ

る場合の回復可能性及び関係会社貸付金に関する回収可

能性の見積りは、関係会社の事業計画を基礎として行わ

れる。当該事業計画には見積りの不確実性や経営者の判

断を伴うものが含まれており、実質価額の回復可能性及

び関係会社貸付金の回収可能性の見積りに重要な影響を

及ぼす。

　以上から、当監査法人は関係会社投融資の評価の妥当

性が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

当監査法人は、関係会社投融資の評価の妥当性を検討す

るにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・経営者による関係会社投融資の評価に関する整備状況を

理解した。評価にあたっては、関係会社株式評価損及び貸

倒引当金計上要否の判断に係る統制に焦点を当てた。

・関係会社株式の帳簿価額と関係会社の直近の財務諸表を

基礎とした実質価額を比較し、実質価額が著しく低下した

と認められる関係会社について、経営者に将来の事業計画

に関する質問を実施した。

・実質価額が著しく低下したと認められる関係会社につい

て、関係会社株式の回復可能性及び関係会社貸付金の回収

可能性の合理性を以下の通り検討した。

①経営者が策定した事業計画と当事業年度末までの実績数

値との比較及び乖離要因を検討することにより、事業計画

を利用するに当たり考慮すべき経営者の偏向の有無を検討

した。

②事業計画について、外部レポートとの整合性の検討及び

経営者の実行意思・能力を確かめることにより実現可能性

を検討した。

③直近の予算と実績との比較を実施することによって、事

業計画の合理性を確かめた。

④関係会社投融資の評価で利用された事業計画と取締役会

にて承認された事業計画との整合性を確かめた。
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その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付

意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将

来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事

象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
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行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ

れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回

ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

 

(注) １　上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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